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地
方
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
を
多
様

化
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

た
、
総
務
省
の
地
方
公
務
員
制
度
調
査
研
究

会（
会
長
＝
塩
野
宏
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

は
昨
年
一
二
月
、「
分
権
新
時
代
の
地
方
公
務

員
制
度
」
と
題
す
る
報
告
を
ま
と
め
た
。
報

告
は
、
地
方
公
務
員
の
勤
務
形
態
と
し
て
、

新
た
に
「
常
勤
職
員
の
部
分
休
業
制
度
」「
任

期
付
短
時
間
勤
務
職
員
制
度
」
を
創
設
す
る

ほ
か
、「
任
期
付
採
用
職
員
」
の
拡
大
を
提
言

し
て
い
る
。 

 

昨
年
の
通
常
国
会
で
の
構
造
改
革
特
別
区

域
法
改
正
の
際
、
総
務
省
は
「
多
様
な
勤
務

形
態
の
導
入
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
は
特
区

で
な
く
制
度
と
し
て
対
応
す
る
」
と
答
弁
。

昨
年
三
月
か
ら
同
研
究
会
に
検
討
を
求
め
た

も
の
で
、
報
告
を
踏
ま
え
同
省
は
、
制
度
の

大
枠
を
定
め
る
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方

公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」

（
仮
称
）を
、
今
通
常
国
会
に
提
出
す
る
考
え

だ
。 

　
地
方
公
務
員
の
多
様
な
任
用
・
勤
務
形
態

と
し
て
報
告
が
提
言
す
る
三
つ
の
方
策
の
う

ち
、
常
勤
職
員
の
部
分
休
業
制
度
は
、
①
自

主
的
な
研
鑽
（
大
学
な
ど
で
学
び
、
成
果
を

公
務
に
還
元
す
る
）
②
漸
次
的
現
役
離
職
（
定

年
退
職
前
か
ら
地
域
活
動
に
参
加
す
る
）
―

―
を
事
由
に
、
本
人
が
申
し
出
た
場
合
に
任

命
権
者
が
業
務
の
繁
忙
度
合
い
を
勘
案
し
つ

つ
、
部
分
休
業
（
無
給
）
を
認
め
る
と
い
う

も
の
。
具
体
的
な
制
度
フ
レ
ー
ム
は
、
①
に

つ
い
て
は
一
日
二
時
間
ま
で
三
〇
分
単
位
で

短
縮
で
き
、
そ
の
分
の
時
間
給
を
減
額
す
る

「
育
児
の
た
め
の
部
分
休
業
」
を
、
②
に
つ

い
て
は
各
級
ご
と
の
設
定
月
額
に
週
四
〇
時

間
に
対
す
る
一
六
〜
三
二
時
間
の
勤
務
割
合

を
乗
じ
て
俸
給
を
支
給
す
る
「
高
齢
再
任
用

短
時
間
勤
務
」
を
―
―
想
定
し
て
い
る
。 

　
方
策
の
二
つ
め
「
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

員
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
①
住
民
票
・
戸
籍

の
受
付
、
年
金
の
相
談
窓
口
な
ど
住
民
に
直

接
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
部
門
で
、

時
間
延
長
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
つ
な
が

る
②
育
児
の
た
め
の
部
分
休
業
や
定
年
前
短

時
間
勤
務
と
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
行
う

―
―
な
ど
の
場
合
に
、
「
競
争
試
験
ま
た
は

選
考
」
に
よ
り
、
「
一
年
を
超
え
る
任
期
」

で
採
用
す
る
枠
組
み
を
提
案
し
た
。
具
体
的

に
は
、
高
齢
再
任
用
の
短
時
間
勤
務
と
同
じ

く
本
格
的
業
務
に
も
従
事
で
き
る
と
し
、
給

与
は
後
述
す
る
新
た
な
任
期
付
職
員
の
制
度

を
考
慮
し
つ
つ
、
当
該
職
員
の
業
務
内
容
や

期
待
さ
れ
る
責
任
に
応
じ
た
も
の
に
す
べ
き

だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
常
勤
職
員
で
は
規

制
し
て
い
る
兼
業
に
つ
い
て
も
、
そ
の
緩
和

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
付
記
し
て
い
る
。 

　
方
策
の
三
つ
め
で
は
、
任
期
付
採
用
職
員

の
拡
大
を
提
言
し
た
。
現
行
で
は
「
専
門
的

な
知
識
・
経
験
」
を
前
提
に
、「
五
年
を
超
え

な
い
任
期
」
で
採
用
し
て
い
る
同
職
員
の
要

件
を
、
①
特
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
係
る
職
な

ど
終
期
が
明
確
な
場
合
②
業
務
の
拡
大
、
転

換
、
廃
止
に
伴
い
一
時
的
に
人
員
が
必
要
に

な
る
場
合
―
―
に
も
拡
大
を
提
起
。
給
与
は

現
行
職
員
と
の
違
い
を
明
確
に
し
つ
つ
も
、

業
務
内
容
や
期
待
さ
れ
る
責
任
に
応
じ
て
検

討
す
る
ほ
か
、
共
済
に
つ
い
て
は
同
様
の
扱

い
を
求
め
た
。 
   

三
一
万
臨
時
・
非
常
勤
の 
 

法
的
裏

づ
け
に
な
る
か
？ 

　
事
務
員
、
保
育
士
、
給
食
調
理
員
、
医
療

業
務
員
、
図
書
館
司
書
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、

水
道
検
針
員
な
ど
、
自
治
労
の
調
査
に
よ
れ

ば
、
自
治
体
で
働
く
臨
時
・
非
常
勤
な
ど
パ

ー
ト
職
員
は
す
で
に
三
一
万
人
を
超
え
る
。

多
く
の
任
用
根
拠
は
地
公
法
第
二
二
条
や
一

七
条
な
ど
に
あ
る
た
め
、
位
置
づ
け
は
い
わ

ゆ
る
地
方
公
務
員
な
が
ら
民
間
の
パ
ー
ト
労

働
法
さ
え
適
用
さ
れ
ず
、
処
遇
は
一
般
の
地

方
公
務
員
に
向
け
ら
れ
る
「
羨
望
の
的
」
か

ら
ほ
ど
遠
い
。
給
食
調
理
員
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
を
特
別
職
公
務
員
（
三
条
三
項
三
号
）

に
位
置
づ
け
る
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
違
法
・

脱
法
と
の
批
判
も
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
。 

 
任
期
付
短
時
間
勤
務
制
度
の
新
設
は
、
自

治
労
な
ど
が
求
め
て
き
た
臨
時
・
非
常
勤
職

員
の
法
的
裏
づ
け
を
担
保
す
る
も
の
と
な
り
、

一
気
に
処
遇
改
善
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
君
島
一
宇
・

自
治
労
副
委
員
長
は
「
臨
時
・
補
助
的
業
務

に
つ
く
建
前
の
な
か
で
実
態
と
し
て
は
恒
常

的
な
業
務
に
も
つ
き
、
任
用
根
拠
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
な
い
限
り
、
自
治
体
当
局
が『
該

当
し
な
い
』
と
判
断
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

現
段
階
で
す
べ
て
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
が

振
り
か
え
ら
れ
る
担
保
は
な
い
」
と
指
摘
す

る
。
ま
た
「
報
告
で
は
任
期
更
新
の
道
筋
が

明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
任
期

の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤
務
制
度
は
『
中
長

期
的
課
題
』と
さ
れ
、こ
の
点
か
ら
も
不
充
分

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
注
文
を
つ
け
る
。 

 

任
期
の
定
め
の
な
い
本
格
的
な
短
時
間
公

務
員
の
検
討
は
、
公
務
員
制
度
改
革
に
絡
む
、

人
事
院
の
「
多
様
な
勤
務
形
態
に
関
す
る
研

究
会
」
（
座
長
＝
佐
藤
博
樹
・
東
京
大
学
社

会
科
学
研
究
所
教
授
）
に
事
実
上
、
委
ね
ら

れ
た
。
同
研
究
会
は
七
月
に
中
間
ま
と
め
を

行
い
、
来
年
七
月
に
最
終
報
告
を
発
表
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 

一
月
二
九
、
三
〇
の
両
日
、
東
京
・
九
段

下
で
開
か
れ
た
自
治
労
中
央
委
員
会
で
は
、

切
迫
す
る
地
方
財
政
の
な
か
、
「
同
制
度
の

導
入
は
常
勤
職
員
の
無
制
限
な
置
換
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
か
」
（
新
潟
）
と
の
不
安

も
漏
れ
た
。
地
公
研
に
お
け
る
三
つ
の
自
治

体
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
「
興
味
を
示
し
た
の
は

長
野
だ
け
だ
っ
た
」（
君
島
氏
）
と
の
こ
と
。

四
時
間
勤
務
で
あ
れ
同
制
度
職
員
は
二
分
の

一
定
員
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

改
正
法
が
成
立
し
て
も
ど
れ
ほ
ど
の
自
治
体

が
導
入
に
踏
み
切
る
か
は
不
明
だ
。
同
制
度

の
詳
細
は
各
条
例
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
「
処
遇
の
あ
り
方
は
原
則
、
時
間
比

例
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
意
見
は
な
か
っ

た
」（
同
氏
）
と
い
う
。
短
時
間
公
務
員
の
実

現
が
多
様
就
業
型
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の

起
爆
剤
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
渡
邊
木
綿
子
） 
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若年者の就職等状況 

 

中
学
・
高
校
中
退
者
や
就
職
後
の
早
期
離

職
者
な
ど
、
「
労
働
市
場
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち

る
フ
リ
ー
タ
ー
予
備
軍
」
が
毎
年
新
た
に
約

五
〇
万
人
い
る
と
い
わ
れ
る
。
厚
生
労
働
省

は
、
そ
の
供
給
源
を
絶
つ
と
い
う
発
想
か
ら

新
た
に
「
若
年
者
就
職
基
礎
能
力
支
援
事
業

（Youth Em
ployability Support Program

＝
Ｙ
Ｅ
Ｓ
・
Ｐ
ｒ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｍ
）」
を
〇
四

年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。
主
に
二
〇
歳

代
の
就
職
意
欲
が
あ
る
若
者
を
後
押
し
す
る

新
た
な
施
策
だ
。 

 

昨
年
一
二
月
に
同
省
が
実
施
し
た
「
若
年

者
の
就
職
能
力（
エ
ン
プ
ロ
イ

ア
ビ
リ
テ
ィ
）に
関
す
る
実
態

調
査
」
で
、
企
業
は
事
務
系
・

営
業
系
職
を
採
用
す
る
際
、
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
を

筆
頭
に
「
基
礎
学
力
」、
「
責

任
感
」、
「
積
極
性
・
外
向
性
」、

「
資
格
取
得
」、「
行
動
力
・
実

行
力
」、
「
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
」

な
ど
の
順
で
能
力
を
重
視
す
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
重
点
能
力
を
修
得

す
れ
ば
、
採
用
可
能
性
は
六
六
・

五
％
に
ま
で
上
が
る
と
算
出
さ

れ
た
。 

 

同
省
は
、
新
事
業
の
手
始
め

と
し
て
、
今
年
四
月
を
メ
ド
に
、

若
者
が
就
職
に
向
け
て
具
体
的

な
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
自
ら

設
定
で
き
る
よ
う
、「
就
職
基
礎

能
力
」
修
得
の
目
安
を
学
習
指

針
と
し
て
学
歴
別
に
提
示
す
る
。 

   

国

が
証
明
書
を
発
行 

 

厚
労
省
は
調
査
結
果
の
分
析

を
踏
ま
え
、
フ
リ
ー
タ
ー
や
早

期
退
職
者
な
ど
若
年
雇
用
問
題
へ
の
新
た
な

ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
と
な
る
「
Ｙ
Ｅ
Ｓ
・
Ｐ
ｒ

ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｍ
」
を
提
案
し
て
い
る
。
実
態
調

査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、
企
業
が
採
用
時
に

重
視
す
る
能
力
の
上
位
を
一
部
大
く
く
り
に

整
理
し
、
比
較
的
短
期
間
の
訓
練
で
向
上
可

能
な
能
力
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」、

「
職
業
人
意
識
」、「
基
礎
学
力
」、「
ビ
ジ

ネ
ス
マ
ナ
ー
」
の
五
つ
に
分
類
。
こ
れ
を「
若

年
者
就
職
基
礎
能
力
」と
定
義
し
て
、
若
者

に
そ
の
修
得
目
安
を
示
す
。 

 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
想
定
す
る
流
れ
は
こ
う
だ

。

実
社
会
が
求
め
る
就
職
基
礎
能
力
の
学
習
指

針
を
国
が
提
示
す
る
。
若
年
者
は
こ
れ
を
目

安
に
、
新
た
に
国
に
認
定
さ
れ
た
教
育
機
関

で
資
格
試
験
な
ど
を
受
け
る
。
修
了
後
に
「
証

明
書
」
が
発
行
さ
れ
る
。
修
得
し
た
就
職
基

礎
能
力
に
国
が
お
墨
付
き
を
与
え
る
も
の
だ
。

こ
れ
を
履
歴
書
に
添
付
し
、
採
用
面
接
前
の

書
類
選
考
で
選
外
と
な
る
の
を
食
い
止
め
、

さ
ら
に
職
務
経
歴
書
と
併
用
し
、
そ
の
後
の

段
階
で
も
能
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。 

 
イ
メ
ー
ジ
や
目
安
が
な
け
れ
ば
目
標
設
定

は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
若
者
に
対
し
て
、

企
業
の
求
め
る
能
力
の
修
得
に
向
け
て
具
体

的
な
計
画
を
つ
く
る
き
っ
か
け
を
与
え
、
就

職
へ
の
道
筋
を
示
す
の
が
ね
ら
い
だ
。
企
業

に
も
、
応
募
者
の
能
力
が
一
目
瞭
然
と
な
り

即
戦
力
が
確
保
し
や
す
く
な
る
メ
リ
ッ
ト
が

期
待
で
き
る
。 

 

特
徴
的
な
の
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
能
力
検
定
や

パ
ソ
コ
ン
検
定
、
簿
記
検
定
な
ど
の
公
的
資

格
の
ほ
か
、
民
間
の
認
証
試
験
な
ど
既
存
の

資
格
検
定
と
広
く
リ
ン
ク
さ
せ
る
点
だ
。
た

だ
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
の
よ
う

に
、
試
験
で
証
明
し
に
く
く
、
職
歴
・
学
歴

に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
レ
ベ
ル
も
異
な
る
能

力
は
、
実
態
に
あ
っ
た
目
安
を
設
定
し
に
く

い
。
厚
労
省
は
、
企
業
の
ニ
ー
ズ
を
掘
り
下

げ
る
た
め
、
年
度
内
に
企
業
ヒ
ア
リ
ン
グ
も

行
う
。 

 

職
種
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
事
務
、
経
理
、

営
業
系
か
ら
始
め
、
夏
ご
ろ
ま
で
に
は
教
育

機
関
を
認
定
す
る
。
高
校
在
学
生
で
は
新
二

年
生
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
フ
ル
に
利
用
で
き

る
見
通
し
だ
。「
証
明
書
」
発
行
の
た
め
の
審

査
な
ど
実
際
の
運
営
は
、
中
央
職
業
能
力
開

発
協
会
が
行
い
、
高
校
と
の
連
携
も
検
討
し

て
い
る
。
ま
た
、
独
自
の
資
格
制
度
を
も
つ

日
本
商
工
会
議
所
に
対
し
て
、
会
員
企
業
へ

の
周
知
な
ど
の
協
力
を
依
頼
中
だ
。 

   

自

立
プ
ラ
ン
の
新
た
な
方
向 

 

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
昨
年
六
月
に
厚
労
省
が

文
部
科
学
省
な
ど
と
共
同
策
定
し
た
「
若
年

者
自
立
挑
戦
プ
ラ
ン
」
の
一
環
だ
が
、
本
人

の
自
主
性
を
促
す
と
い
う
点
で
、
若
年
雇
用

対
策
の
新
た
な
方
向
性
を
示
す
も
の
だ
。
同

省
は
、
「
今
回
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
み
ん
な
を

助
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
自

主
的
に
努
力
す
る
人
の
支
援
が
目
的
」（
高
崎

真
一
・
能
力
開
発
局
能
力
評
価
課
長
）
と
説

明
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用
し
て
、
若
年
者
に

労
働
者
と
し
て
の
付
加
価
値
を
高
め
て
ほ
し

い
と
し
て
い
る
。 

　
　
　
　
　 

（
調
査
部
　
高
畑
い
づ
み
） 
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年
金
、
育
児
・
介
護
休
業
、
高
齢
者
雇
用
な
ど
目
白
押
し
 

厚
労
省
関
係
法
案
 

Business Labor Trend  2004.3

厚生労働省の主要な提出予定法案（労働関係） 

国会提出時期 
 

要　　　　　　　旨 
 

件　　　名 

労働組合法の一部を改正する法律案 
 
 
高年齢者等の雇用の安定等に関する 
法律の一部を改正する法律案 
 
 
 
育児休業、介護休業等育児又は家族 
介護を行う労働者の福祉に関する法 
律等の一部を改正する法律案 
 
 
児童手当法の一部を改正する法律案 
（※） 
 
児童福祉法等の一部を改正する法律 
案（※） 
 
 
児童福祉法の一部を改正する法律案 
 
 
 
 
国民年金法等の一部を改正する法律 
案（※） 
 
 
 
平成16年度における国民年金法によ 
る年金の額等の改定の特例に関する 
法律案（※） 
 
社会保障に関する日本国とアメリカ 
合衆国との間の協定の実施に伴う厚 
生年金保険法等の特例等に関する法 
律案（仮称） 
 
 
社会保障に関する日本国と大韓民国 
との間の協定の実施に伴う厚生年金 
保険法等の特例等に関する法律案 
（仮称） 
 

不当労働行為事件の迅速かつ的確な処理を図るため、労働委員会の行う審 
査手続きおよび体制の整備等、所要の改正を行う 
 
少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは 
働き続けられるよう、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による65歳 
までの雇用機会の確保、高年齢者の再就職援助の強化等、所要の措置を講 
ずる 
 
次世代育成支援対策において、大きな課題となっている仕事と子育ての両 
立支援等をよりいっそう推進するため、働き方の多様化を踏まえた育児休 
業制度および介護休業制度の整備、ならびに育児や介護をしながら働き続 
けられる環境の整備について、所要の措置を講ずる 
 
次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭の経済的負担の軽 
減等を図る観点から、児童手当制度における支給対象年齢の引き上げを行う 
 
都道府県および市町村が設置する保育所における保育の実施に要する保育 
費用、市町村における介護保険の事務処理に必要な費用等を、国庫負担の 
対象外とすることに係る所要の改正を行う 
 
児童虐待等の問題に適切に対応できるよう、児童相談所、市町村の役割な 
らびに児童福祉施設のあり方の見直し等を行うとともに、児童の売買、児 
童買春、および児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書 
（仮称）の締結等を行うために、必要な規定の整備を行う 
 
少子化等の社会経済の変動に対応した、持続可能な制度を構築し信頼を確 
保するため、保険料水準固定方式のもとで給付水準を自動調整する仕組み 
の導入を図る等、国民年金制度と厚生年金制度の所要の改正を行うほか、 
年金積立金の運用および企業年金制度等についても、所要の見直しを行う 
 
平成16年度の特例として、国民年金法による年金額等について、平成10年 
の年平均全国消費者物価指数に対する平成15年の比率に代え、平成13年に 
対する平成15年の比率を基準とし、額の改定措置を講ずる 
 
社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定（仮称）を実施す 
るため、アメリカ合衆国の法令が適用される者について、厚生年金保険法 
等の公的年金各法および健康保険法等の公的医療保険各法の適用を免除す 
るほか、公的年金各法に係る給付の支給要件と給付額に関する特例等の措 
置を講ずる 
 
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定（仮称）を実施するため、 
大韓民国の法令が適用される者について、厚生年金保険法等の公的年金各 
法の適用を免除する等の措置を講ずる 
 

3月上旬予定 
 
 

2/10 
 
 
 
 

2/10 
 
 
 
 

2/10 
 
 

2/10 
 
 
 
2/6 
 
 
 
 

2/10 
 
 
 
 
2/6 
 
 
 

3月上旬予定 
 
 
 
 
 

3月上旬予定 

注）※は予算関連の法案 

 

現
在
開
会
中
の
第
一
五
九
回
通
常
国
会
に

は
、
厚
生
労
働
省
関
係
の
法
案
と
し
て
年
金

改
革
関
連
法
案
な
ど
重
要
法
案
が
目
白
押
し
。

全
体
で
一
四
法
案
の
提
出
が
予
定
さ
れ
て
い

る
。
年
金
改
革
関
連
法
案
は
、「
保
険
料
固
定

方
式
」
の
導
入
が
目
玉
の
一
つ
。
厚
生
年
金

保
険
料
率
は
、
年
収
の
一
八
・
三
〇
％
（
こ

れ
を
労
使
折
半
）
、
国
民
年
金
に
つ
い
て
は

月
一
万
六
九
〇
〇
円
を
上
限
に
設
定
。
同
水

準
に
達
す
る
ま
で
毎
年
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
三

五
四
％
、
二
八
〇
円
ず
つ
引
き
上
げ
る
内
容

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
同
法
案
と
一
括
審

議
さ
れ
る
予
定
の
高
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正

案
で
は
、
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上

げ
に
対
応
し
て
収
入
の
空
白
な
く
働
き
続
け

ら
れ
る
よ
う
、
企
業
に
六
五
歳
ま
で
の
定
年

引
き
上
げ
や
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
な
ど
を

求
め
て
い
る
。
パ
ー
ト
な
ど
有
期
契
約
労
働

者
に
も
育
児
休
業
制
度
の
適
用
を
拡
大
す
る

こ
と
や
、
育
児
休
業
の
期
間
を
最
長
一
年
六

カ
月
に
す
る
こ
と
を
柱
と
し
た
育
児
・
介
護

休
業
法
改
正
案
も
提
出
さ
れ
る
。 
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○定年の引上げ、継続雇用制度の導入等 

・事業主は、高年齢者の65歳までの雇用を
確保するため、定年の引上げ、継続雇用制
度の導入、または定年の廃止の措置のいず
れかを講じなければならない。厚生労働相
は、違反している事業主に必要な助言、指
導または勧告できる 
・年齢（65歳）については、平成18年4月～
平成19年3月末までは62歳、平成19年4月
～平成22年3月末までは63歳、平成22年4
月～平成25年3月末までは64歳とする 
・労働組合あるいは労働者の過半数代表者と、
書面による協定で継続雇用制度の対象者の
基準を定めた場合は、希望者全員を対象に
しない制度も可能とする。大企業について
は当面３年間、中小企業は５年間は、努力
にもかかわらず協議が調わない場合、就業
規則等に当該基準を定めることを可能とす
る 
・定年を定めている事業主は、平成25年3月
末までの間、必要な措置を講ずるように努
めなければならない 

高年齢者等の雇用の安定等に関する 
法律の一部を改正する法律案（概要） 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の 
福祉に関する法律等の一部を改正する法律案 

改正事項 

①育児休業及び 
　介護休業の対 
　象労働者の拡 
　大 

期間を定めて雇用さ 
れる者は対象外 

期間を定めて雇用される者 
のうち、休業の取得によっ 
て雇用の継続が見込まれる 
一定の範囲の労働者を対象 
として追加 

②育児休業期間 
　の延長 

子が１歳に達するま 
で 

子が１歳を超えても休業が 
必要と認められる一定の場 
合にあっては、子が１歳６ 
か月に達するまで 

③介護休業の取 
　得回数制限の 
　緩和 

対象家族１人につき 
１回限り 
期間は連続３か月ま 
で 
 

対象家族１人につき、介護 
を要する一の継続する状態 
ごとに取得可能 
期間は通算して93日まで 

④子の看護のた 
　めの休暇の権 
　利化 

事業主の努力義務 労働者の権利に 
（年に５労働日を限度とし 
て取得できる権利とする） 

現　　行 改　正　案 

育
児
・
介
護
休
業
法
 

高齢化ペシミズムからの脱却　

2003年労基法改正と解雇・�
　　　　有期契約規制の新たな展開 

職業安定法・労働者派遣法改正の意義と法的課題

労働法制に関する経済学的な見方

現場からみた労基法改正

労働基準法改正についての評価と問題点
�　　　　　　　　　　－労働者側弁護士の立場から－

使用者側代理人から見た�
　　　　解雇訴訟と労基法改正

新法人発足にあたって－－
　　　　　「政策研究」を考える

都留康著『労使関係のノンユニオン化�
　　　　　　　－ミクロ的・制度的分析』

川井圭司著『プロスポーツ選手の法的地位』

労働文献目録

神代　和欣 

唐津　　博 
 
 

水島　郁子 

大橋　勇雄 

荻野　勝彦 

宮里　邦雄 

 
中町　　誠 

 

小野　　旭・大内　伸哉 
大竹　文雄・藤村　博之 

守島　基博 
　 
 

野田　知彦 
 
 

永野　秀雄 
 

労働政策研究・研修機構

提　　言 

論　　文 

 

 

 

 

 

 

 

座  談  会 
 
 

書　　評 

 

 

資　　料 

特集 ＝ 労働基準法・労働者派遣法・ 
　　　　職業安定法改正 

高齢者雇用と年齢差別禁止
�

高齢者雇用の成立条件と雇用機会の創出

中途採用時の年齢制限緩和策について

諸外国における年齢差別への取組み

年齢差別禁止法が米国労働市場に与えた影響
　ーー米国の実証研究のサーベイ

平成15年版労働経済白書をめぐって

　ーー経済社会の変化と働き方の多様化

�

�

品田充儀著『カナダ労災補償法改革』

労働文献目録

手塚　和彰 
 

戎野　淑子 

北浦　正行 

櫻庭（中村）涼子 

 

川口　大司 
 

藤井　宏一
武石恵美子 
久本　憲夫 
脇坂　　明 

 
 

嵩　さやか 

 

労働政策研究・研修機構

提　　言 
 
論　　文 
 
 
 
 
 
 
 
 
座  談  会

 
書　　評 
 
資　　料 

521

特集 ＝ 高齢者雇用と年齢差別 

523 JAN.2004DEC.2003
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13
年
ぶ
り
に
失
業
率
が
前
年
比
マ
イ
ナ
ス
に
 

雇
用
統
計
 

Business Labor Trend  2004.3

 

　
一
二
月
の
完
全
失
業
率
、四
％
台
に 

 

総
務
省
が
一
月
三
○
日
に
発
表
し
た
労
働

力
調
査
（
速
報
）
に
よ
る
と
、
昨
年
一
二
月

の
完
全
失
業
率
（
季
節
調
整
値
）
は
、
前
月

比
○
・
三
ポ
イ
ン
ト
低
下
の
四
・
九
％
と
な

り
、
二
○
○
一
年
六
月
以
来
二
年
半
ぶ
り
に

四
％
台
に
回
復
し
た
。 

 

ま
た
、
二
○
○
三
年
平
均
の
完
全
失
業
率

も
過
去
最
悪
の
前
年
よ
り
○
・
一
ポ
イ
ン
ト

低
い
五
・
三
％
に
改
善
し
、
一
九
九
○
年
以

来
一
三
年
ぶ
り
に
前
年
を
下
回
っ
た
。
年
平

均
の
完
全
失
業
率
は
、
一
九
九
○
年
代
前
半

は
二
％
台
で
推
移
し
て
い
た
が
、
九
○
年
代

後
半
に
急
速
に
悪
化
し
、
四
％
台
に
突
入
。

二
○
○
一
年
以
降
は
五
％
台
に
乗
っ
て
上
昇

を
続
け
、
昨
年
一
月
に
は
、
五
・
五
％
の
過

去
最
悪
を
記
録
し
て
い
た
。 
 

一
二
月
の
年
齢
階
級
別
完
全
失
業
率
は
、

三
五
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
男
性
と
、
一
五

歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
女
性
で
改
善
が
み
ら

れ
た
。
し
か
し
、
三
五
歳
未
満
の
男
性
、
特

に
一
五
歳
以
上
二
五
歳
未
満
の
若
年
男
性
の

完
全
失
業
率
は
、
対
前
年
同
月
比
○
・
七
ポ

イ
ン
ト
悪
化
の
一
○
・
○
％
と
な
り
、
す
べ

て
の
年
齢
階
級
で
最
悪
。
年
平
均
で
み
て
も
、

若
年
層
の
雇
用
情
勢
は
依
然
厳
し
く
、
男
女

と
も
一
五
歳
以
上
二
五
歳
未
満
が
最
も
高
く

な
っ
て
い
る
。 

   

失
業
者
数

三
○
○
万
人
割
れ
目
前 

 

一
二
月
の
完
全
失
業
者
数
は
、
前
年
同
月

比
三
一
万
減
の
三
○
○
万
人
で
、
七
カ
月
連

続
の
減
少
と
な
っ
た
。
求
職
理
由
別
で
は
、

二
○
○
三
年
後
半
は
定
年
・
勤
め
先
都
合
等

の
非
自
発
的
離
職
失
業
者
数
が
減
少
に
転
じ

た
。
非
自
発
的
離
職
失
業
者
数
は
、
一
九
九

八
年
か
ら
大
幅
に
増
加
し
、
昨
年
一
月
は
一

六
○
万
人
に
ま
で
達
し
た
。
し
か
し
、
年
後

半
か
ら
大
幅
に
減
少
し
、
一
二
月
は
、
対
前

年
同
月
比
三
二
万
人
減
の
一
二
○
万
人
に
ま

で
数
を
減
ら
し
て
き
た
。
勤
務
先
の
リ
ス
ト

ラ
な
ど
に
よ
る
勤
め
先
都
合
は
九
○
万
人
で
、

自
己
都
合
（
九
六
万
人
）
を
下
回
っ
て
い
る
。 

   

就
業
者
数

が
五
カ
月
ぶ
り
に
増
加 

　
一
二
月
の
就
業
者
数
は
、
前
年
同
月
比
一

六
万
人
増
の
六
三
○
七
万
人
で
、
五
カ
月
ぶ

り
に
増
加
。
産
業
別
で
は
、
就
業
者
数
の
一

番
多
い
「
製
造
業
」
が
対
前
年
同
月
比
六
万

人
減
少
の
一
一
八
二
万
人
で
、
年
前
半
は
減

少
幅
が
大
き
か
っ
た
が
、
後
半
は
減
少
幅
が

縮
小
。
伸
び
が
著
し
か
っ
た
の
は
「
医
療
・

福
祉
」
で
、
前
年
同
月
比
四
一
万
人
増
の
五

○
九
万
人
と
、
年
間
を
通
じ
て
増
加
し
た
。

「
飲
食
店
・
宿
泊
業
」
も
一
一
万
人
増
の
三

五
九
万
人
と
な
り
、
年
末
に
増
加
に
転
じ
た
。 

 

一
方
、
厚
生
労
働
省
が
一
月
三
○
日
に
発

表
し
た
一
般
職
業
紹
介
状
況
に
よ
る
と
、
一

二
月
の
有
効
求
人
倍
率
（
季
節
調
整
値
）
は
、

前
月
を
○
・
○
四
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
○
・
七

八
倍
と
な
り
続
伸
し
た
。
年
前
半
は
、
○
・

六
倍
台
で
緩
や
か
に
推
移
し
て
い
た
が
、
年

後
半
に
急
速
に
回
復
。
同
時
に
発
表
さ
れ
た

二
○
○
三
年
平
均
の
有
効
求
人
倍
率
も
、
前

年
を
○
・
一
○
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
○
・
六
四

倍
と
改
善
に
向
か
っ
た
。
二
○
○
三
年
を
通

じ
て
月
間
有
効
求
人
数
は
、
年
後
半
に
か
け

て
微
増
。
一
方
月
間
有
効
求
職
者
数
は
年
後

半
に
微
減
し
た
。
一
二
月
の
新
規
求
人
数
は
、

前
年
同
月
比
二
○
・
七
％
と
大
幅
に
増
え
、

一
八
カ
月
連
続
の
増
加
と
な
っ
た
。 

 

二
月
二
日
発
表
の
二
○
○
三
年
平
均
の
毎

月
勤
労
統
計
調
査
結
果（
速
報
）で
は
、
常
用

雇
用
は
対
前
年
比
○
・
五
％
減
の
四
二
八
九

万
人
と
な
り
、
五
年
連
続
で
減
少
と
な
っ
た
。

こ
の
う
ち
一
般
労
働
者
は
、
一
・
三
％
減
の

三
三
二
二
万
人
と
六
年
連
続
で
減
少
。
一
方

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
二
・
一
％
増
の
九

六
七
万
人
と
な
り
引
き
続
き
増
加
し
て
い
る
。 

有効求人倍率及び完全失業率の推移（年平均） 
（倍） 
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今
年
の
失
業
率
は
４
％
後
半
で
推
移 

当
機
構
労
働
政
策
研
究
所
 
副
所
長
　
白
石
栄
司
 

　
雇
用
統
計
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
当
機
構

労
働
政
策
研
究
所
の
白
石
栄
司
副
所
長
に
聞

い
た
。 

 

二
○
○
三
年
の
完
全
失
業
率
は
、
年
間
を

通
じ
て
緩
や
か
な
低
下
傾
向
を
示
し
て
き
た
。

と
く
に
年
後
半
に
か
け
て
景
気
の
回
復
に
伴

い
改
善
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
一
二
月
は
四
・

九
％
に
ま
で
下
が
っ
た
が
、
こ
れ
は
景
気
回

復
の
強
さ
の
表
れ
と
も
み
ら
れ
る
が
、
本
当

の
と
こ
ろ
は
デ
キ
す
ぎ
で
、
実
勢
は
第
４
四

半
期
の
平
均
失
業
率
は
五
・
一
％
に
近
い
水

準
と
み
て
い
い
。
だ
か
ら
一
二
月
の
反
動
で
、

今
年
一
月
の
失
業
率
が
五
％
台
に
戻
る
こ
と

に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
失
業
率
の
改
善

傾
向
は
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
こ
と
に
な

ろ
う
。 

 

二
〇
〇
三
年
の
平
均
失
業
率
は
前
年
比
〇
・

一
ポ
イ
ン
ト
の
低
下
で
依
然
、
五
％
台
に
と

ど
ま
っ
た
が
、
今
回
は
年
平
均
の
失
業
率
が

下
が
っ
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
バ

ブ
ル
崩
壊
以
降
、
二
度
の
景
気
回
復
期
が
あ

っ
た
が
、
い
ず
れ
も
年
平
均
失
業
率
は
横
ば

い
だ
っ
た
か
ら
だ
。
以
下
、
今
回
の
ポ
イ
ン

ト
を
指
摘
し
た
い
。 

 

製
造
業

の
雇
用
動
向
に
改
善
の
動
き 

 

今
回
の
特
徴
は
、
ま
ず
雇
用
情
勢
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
製
造
業
の
動
向
に
変
化
が

生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
の
動
向
は
、
製
造
業
で

の
増
加
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し

て
製
造
業
の
就
業
者
数
は
、
バ
ブ
ル
期
の
ピ

ー
ク
約
一
六
〇
〇
万
人
弱
か
ら
現
在
は
一
二

〇
〇
万
人
を
下
回
る
と
こ
ろ
ま
で
落
ち
込
ん

で
い
る
。
昨
年
一
年
間
は
年
平
均
で
引
き
続

き
前
年
よ
り
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
月
平

均
で
は
下
げ
止
ま
り
の
兆
候
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。 

 

ま
た
、
厚
生
労
働
省
の
「
労
働
経
済
動
向

調
査
」
で
製
造
業
の
雇
用
調
整
、
と
く
に
希

望
退
職
の
募
集
、
解
雇
の
実
施
割
合
を
み
る

と
、
昨
年
第
３
四
半
期
は
二
％
に
低
下
し
て

い
る
。
ま
た
、
雇
用
の
過
不
足
Ｄ
Ｉ
は
た
っ

た
の
三
ポ
イ
ン
ト
の
過
剰
に
ま
で
下
が
っ
て

い
る
。 

 

こ
れ
を
受
け
て

、

リ
ス
ト
ラ
に
伴
う

非
自
発
的
失
業
者

の
数
も
か
な
り
減

っ
て
き
た
。 

 

長
期
的
に
雇
用

を
減
ら
し
て
き
た
製
造
業
の
下
げ
止
ま
り
が
、

失
業
率
改
善
の
大
き
な
要
因
に
な
る
は
ず
だ
。

公
共
投
資
の
削
減
に
苦
し
ん
で
き
た
建
設
業

に
し
て
も
、
景
気
回
復
で
民
間
投
資
が
増
え

れ
ば
、
就
業
者
数
に
良
い
影
響
が
で
て
く
る
。

医
療
・
福
祉
分
野
な
ど
継
続
的
に
の
び
る
産

業
も
あ
る
。 

 

常
用

、正
規
雇
用
の
改
善 

 

今
後
、
景
気
が
順
調
に
回
復
し
て
も
、
非

正
規
社
員
を
増
や
し
て
安
価
な
コ
ス
ト
で
労

働
力
を
求
め
る
動
き
が
や
む
わ
け
で
は
な
い

が
、
需
要
が
さ
ら
に
大
き
く
な
れ
ば
正
規
社

員
に
対
す
る
求
人
が
増
え
て
こ
よ
う
。
景
気

が
着
実
に
改
善
し
て
、
有
効
求
人
倍
率
の
急

速
な
上
昇
が
続
い
て
い
け
ば
、
常
用
雇
用
労

働
者
の
採
用
を
考
え
る
企
業
が
増
え
て
く
る

の
で
は
な
い
か
。
正
規
労
働
者
の
雇
用
に
下 

げ
止
ま
り
傾
向
が
で
て
く
る
か
ど
う
か
注
視

し
た
い
。 

 

男
性
中
高
年

の
失
業
率
が
改
善 

 

リ
ス
ト
ラ
の
動
き
が
減
少
す
る
中
、
男
性

中
高
年
の
失
業
率
の
改
善
が
目
立
っ
て
い
る

の
も
特
徴
だ
。
男
女
別
の
失
業
率
は
〇
二
年

以
降
、
男
女
間
格
差
が
拡
大
傾
向
に
あ
っ
た
。

企
業
の
リ
ス
ト
ラ
の
動
き
が
進
展
し
、
そ
の

影
響
で
男
性
の
非
自
発
的
離
職
者
が
増
え
た

た
め
だ
。
〇
三
年
平
均
で
男
性
の
失
業
率
は

横
ば
い
だ
が
、
四
半
期
の
動
き
で
み
る
と
、

後
期
は
女
性
よ
り
も
下
が
っ
て
き
て
い
る
。

失
業
理
由
別
で
は
男
性
の
失
業
率
を
押
し
上

げ
て
い
た
非
自
発
的
離
職
が
昨
年
の
後
半
に

か
な
り
減
り
、
年
齢
別
に
み
て
も
、
男
性
中

堅
層
の
失
業
率
の
悪
化
に
歯
止
め
が
か
か
っ

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
世
帯
主
層
の
改
善
は
明

る
い
材
料
だ
。 

 

求
人
倍
率

の
バ
ブ
ル
期
前
夜
並
み
の
上
昇 

 
有
効
求
人
倍
率
の
〇
三
年
の
平
均
値
は
〇
・

六
四
倍
だ
が
、
こ
れ
を
月
別
に
み
る
と
、
六

月
ま
で
は
〇
・
六
〇
〜
〇
・
六
一
で
推
移
し

て
い
た
も
の
が
、
九
月
以
降
は
毎
月
〇
・
三

ポ
イ
ン
ト
も
し
く
は
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇

し
、
一
二
月
は
〇
・
七
八
倍
に
な
っ
た
。
こ

の
勢
い
は
バ
ブ
ル
期
前
夜
の
状
況
に
似
て
い

る
。
ま
だ
四
カ
月
の
推
移
で
、
瞬
間
風
速
の

域
を
出
て
い
な
い
が
、
今
後
も
こ
う
し
た
状

況
が
続
け
ば
、
労
働
市
場
全
般
に
大
き
な
変

化
が
生
じ
よ
う
。 

 

若
年
労
働
者

の
動
向 

 

失
業
率
の
上
昇
を
抑
え
た
要
因
の
一
つ
に

、

一
五
〜
二
四
歳
層
の
労
働
力
率
が
低
下
傾
向

に
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
年
齢

別
に
み
て
若
年
層
の
失
業
率
が
高
い
こ
と
が

目
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
上
が
り
方
が
少

し
鈍
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
求

職
活
動
を
停
止
し
た
若
者
が
増
え
て
い
て
、

そ
れ
が
失
業
率
の
上
昇
を
や
や
抑
制
す
る
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
若
者
の
労
働
力
率
の

低
下
は
通
学
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
問

題
な
い
が
、
な
に
も
し
な
い
い
わ
ゆ
る
Ｎ
Ｅ

Ｅ
Ｔ
層
（
若
年
無
業
）
の
増
加
で
あ
れ
ば
問

題
だ
。
こ
う
し
た
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｔ
層
の
動
向
に
つ

い
て
も
、
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

 

今
年

の
雇
用
の

　
見
通
し 

 

今
回
の
年
平
均

失
業
率
の
改
善
は
、

一
三
年
ぶ
り
と
い

う
見
方
も
で
き
る

が
、
失
業
率
の
低
下
局
面
と
い
う
こ
と
に
着

目
す
る
と
、
一
九
八
八
年
に
前
年
よ
り
〇
・

三
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
て
以
来
、
一
六
年
ぶ
り

の
低
下
局
面
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
も
、

景
気
回
復
が
着
実
に
進
め
ば
、
こ
の
動
き
は

一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
今
後
も
下
が
っ

て
い
こ
う
。
現
在
、
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
に

よ
る
構
造
的
失
業
率
は
四
％
程
度
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
有
効
求
人
倍
率
が
一
倍
ま
で

上
が
る
と
、
失
業
率
は
四
％
に
ま
で
下
が
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
今
後

の
景
気
回
復
の
状
況
に
も
よ
る
が
、
今
年
の

完
全
失
業
率
は
少
な
く
と
も
四
％
台
後
半
あ

た
り
で
推
移
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。 

　
　
　
　
　
　
　 

（
調
査
部
　
遠
藤
彰
） 
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金
属
労
協
・
闘
争
白
書
で
日
本
経
団
連
に
反
論
 

0
4
春
闘
 

Business Labor Trend  2004.3

要求方針について意見交換した金属労協の闘争シンポジウム（11月13日） 

　
春
闘
の
本
格
化
を
前
に
、
今
年
も
日
本
経

団
連
と
金
属
労
協
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
Ｊ
Ｃ
）
と
の

間
で
、
舌
戦
な
ら
ぬ
恒
例
の
「
筆
戦
」
が
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
経
団
連
が
昨
年

一
二
月
に
発
表
し
た
経
営
側
の
春
闘
指
針
で

あ
る
「
二
〇
〇
四
年
版
経
営
労
働
政
策
委
員

会
報
告
」
（
経
労
委
報
告
）
は
、
「
付
加
価

値
が
増
加
し
な
い
な
か
で
の
労
働
分
配
率
の

上
昇
は
、
企
業
の
体
力
を
弱
め
、
企
業
の
存

続
さ
え
危
う
く
さ
せ
る
」
な
ど
と
主
張
し
、

労
働
分
配
率
上
昇
に
対
す
る
懸
念
を
今
年
も

強
調
。
片
や
、
金
属
労
協
は
二
月
二
日
に
発

表
し
た
「
二
〇
〇
四
年
闘
争
ミ
ニ
白
書
」
の

な
か
で
、
独
自
の
デ
ー
タ
集
計
で
は
む
し
ろ

労
働
分
配
率
は
低
下
し
て
い
る
と
応
戦
し
た
。

正
し
い
主
張
を
し
て
い
る
の
は
ど
ち
ら
か
―

―
い
く
つ
か
の
対
立
点
を
紹
介
す
る
。 

 

　
　
　
▽
　
　
　
▽
　
　
　
▽ 

　
金
属
労
協
の
闘
争
ミ
ニ
白
書
が
、
先
に
発

表
さ
れ
る
日
本
経
団
連
の
経
労
委
報
告
に
対

し
て
反
証
を
加
え
る
と
い
う
構
図
は
、
経
労

委
報
告
の
前
身
で
あ
る
日
経
連
時
代
の
「
労

働
問
題
研
究
委
員
会
報
告
」
（
労
問
研
報
告
）

か
ら
続
い
て
お
り
、
い
ま
や
恒
例
に
な
っ
た

感
が
あ
る
。 

 

昨
年
は
、
経
労
委
報
告
が
労
働
分
配
率
の

定
義
と
し
て
「
雇
用
者
所
得
（
雇
用
者
報
酬
）

÷
国
民
所
得
」
を
採
用
。
そ
の
労
働
分
配
率

の
推
移
を
グ
ラ
フ
で
示
し
て
「
わ
が
国
の
賃

金
水
準
は
依
然
、
先
進
諸
国
の
な
か
で
も
ト

ッ
プ
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
企
業
の
付
加
価
値
に

占
め
る
人
件
費
の
割
合
＝
労
働
分
配
率
も
上

昇
し
て
」
い
る
と
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、
金

属
労
協
が「（
日
本
経
団
連
が
示
す
労
働
分
配

率
算
出
式
の
）
分
母
に
自
営
業
者
が
生
み
出

し
た
付
加
価
値
が
含
ま
れ
る
の
で
、
自
営
業

者
の
比
率
が
高
く
、
し
か
も
廃
業
が
進
ん
で

い
る
過
程
に
あ
る
わ
が
国
で
は
、
上
昇
傾
向

を
も
つ
」
と
反
論
し
た
。
金
属
労
協
は
白
書

の
な
か
で
反
論
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
昨
年

は
初
め
て
「
公
開
質
問
状
」
を
日
本
経
団
連

に
送
り
、
正
式
な
回
答
を
求
め
た
。 

 

今
回
も
、
金
属
労
協
は
労
働
分
配
率
の
と

ら
え
方
で
日
本
経
団
連
に
異
議
を
唱
え
て
い

る
。
経
労
委
報
告
は
、
「
付
加
価
値
が
増
加

し
な
い
な
か
で
の
労
働
分
配
率
の
上
昇
は
、

企
業
の
体
力
を
弱
め
、
企
業
の
存
続
さ
え
危

う
く
さ
せ
る
」
「
付
加
価
値
を
維
持
・
向
上

で
き
な
け
れ
ば
、
人
件
費
も
減
ら
さ
ざ
る
を

得
な
い
」
―
―
な
ど
と
、
労
働
分
配
率
上
昇

に
よ
る
経
営
圧
迫
へ
の
懸
念
を
表
明
。
「
労

使
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
労
働
分
配
率
の
適

切
な
管
理
、
す
な
わ
ち
付
加
価
値
生
産
性
の

上
昇
率
の
範
囲
内
に
人
件
費
を
抑
え
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
労
働
分
配

率
の
上
昇
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
付

加
価
値
生
産
性
の
上
昇
率
が
マ
イ
ナ
ス
に
な

れ
ば
、
人
件
費
を
減
ら
す
覚
悟
で
賃
金
決
定

を
行
う
姿
勢
が
必
要
だ
」
と
主
張
し
た
。 

 

し
か
し
、
経
労
委
報
告
が
労
働
分
配
率
の

デ
ー
タ
を
掲
載
し
て
い
な
い
た
め
、
白
書
は

「
な
ん
ら
具
体
的
な
デ
ー
タ
を
示
さ
ず
、
現

状
分
析
を
す
る
こ
と
な
し
に
（
労
働
分
配
率

の
上
昇
を
）
懸
念
し
て
い
る
」
と
根
拠
の
あ

い
ま
い
さ
を
批
判
。
「
付
加
価
値
生
産
性
の

上
昇
率
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
れ
ば
人
件
費
を
減

ら
す
」
と
の
表
現
は
、
「
付
加
価
値
生
産
性

が
低
下
し
た
ら
」
と
い
う
意
味
だ
と
し
て
、

生
産
性
上
昇
率
が
鈍
化
し
た
だ
け
で
「
賃
下

げ
」
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
注
意

が
必
要
だ
と
呼
び
か
け
た
。 

  

Ｊ
Ｃ
デ
ー
タ
で
は 

 

９
年
間
の
う
ち
６
回
低
下 

 

労
働
分
配
率
の
デ
ー
タ
は
経
労
委
報
告
に

は
な
い
が
、
経
営
者
の
交
渉
マ
ニ
ュ
ア
ル
と

し
て
別
に
作
成
し
て
い
る
『
二
〇
〇
四
年
版

春
季
労
使
交
渉
の
手
引
き
』
に
、
付
加
価
値

生
産
性
と
一
人
当
た
り
総
額
人
件
費
の
伸
び

率
の
推
移
の
グ
ラ
フ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
グ
ラ
フ
で
は
、
資
本
金
一
億
円
以
上
の

大
企
業
（
製
造
業
）
で
は
過
去
一
二
年
間
の

う
ち
六
年
間
で
一
人
当
た
り
総
額
人
件
費
が

付
加
価
値
生
産
性
の
伸
び
率
を
上
回
っ
て
お

り
、
手
引
き
は
「
す
な
わ
ち
労
働
分
配
率
は

上
昇
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
い
切
る
。 

 

対
す
る
白
書
は
「
六
年
間
で
労
働
分
配
率

が
上
昇
し
て
い
た
と
し
て
も
、
残
り
の
六
年

間
は
低
下
し
て
い
る
わ
け
だ
」
と
反
論
。「
掲

載
さ
れ
て
い
る
グ
ラ
フ
で
み
て
も
、
九
四
年

度
以
降
に
つ
い
て
は
九
年
間
の
う
ち
六
年
間

で
労
働
分
配
率
が
低
下
し
て
い
る
」
と
指
摘

し
、「〈
従
業
員
給
与
＋
福
利
厚
生
費
〉÷〈
内

部
留
保
＋
減
価
償
却
＋
役
員
給
与
・
賞
与
＋

従
業
員
給
与
＋
福
利
厚
生
費
〉」の
定
義
で
、

金
属
労
協
が
独
自
に
〇
二
年
度
ま
で
算
出
し

た
企
業
収
益
ベ
ー
ス
の
労
働
分
配
率
（
製
造

業
）
で
も
、
〇
二
年
度
は
直
近
の
五
年
間
で

二
番
目
に
低
い
水
準
だ
と
反
証
し
た
。 

  

経
団
連

の
定
義
で
も
低
下
し
て
い
る 

 

ま
た
、
白
書
は
労
働
分
配
率
の
推
移
に
関

連
し
て
、
日
本
経
団
連
が
使
っ
て
い
た
定
義

（
雇
用
者
報
酬
÷
国
民
所
得
）
で
す
ら
低
下

し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
日
本
経
団
連

自
身
は
、
経
労
委
報
告
で
も
手
引
き
の
な
か

で
も
、
こ
の
定
義
に
よ
る
分
配
率
を
掲
載
し

て
い
な
い
。 

 

し
か
し
、
白
書
に
よ
る
と
、
同
定
義
の
分

配
率
は
〇
二
年
度
で
七
三
・
〇
％
で
、
前
年

か
ら
〇
・
九
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
て
い
る
と
い

う
。
今
回
、
日
本
経
団
連
が
同
定
義
の
分
配

率
を
掲
載
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
白
書

は
、
「
経
労
委
報
告
の
な
か
で
『
労
働
分
配

率
の
上
昇
』
の
懸
念
を
再
三
に
わ
た
っ
て
書
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製造業におけるミクロベース（企業収益ベース）の労働分配率の推移 

　
新
日
鉄
労
連
や
Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
労
連
な

ど
が
所
属
す
る
基
幹
労
連
の
鉄
鋼
部
門
は
、

こ
の
春
の
賃
上
げ
交
渉
で
、
ベ
ア
要
求
を
断

念
し
た
。
鉄
鋼
部
門
は
二
年
に
一
度
、
賃
上

げ
交
渉
す
る
「
複
数
年
協
定
」
を
採
用
し
て

い
る
た
め
、
〇
五
年
の
ベ
ア
ゼ
ロ
も
意
味
す

る
。
二
年
前
も
雇
用
安
定
・
確
保
を
最
優
先

し
ベ
ア
要
求
を
見
送
っ
て
い
る
た
め
、
「
ベ

ア
な
し
」
は
こ
れ
で
四
年
連
続
だ
。 

 

鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
大
手
四
社
の
う
ち
、
新
日

鉄
、
Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
は
業
績
が
好
調
だ
。

ベ
ア
要
求
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
神
戸
製
鋼

と
住
友
金
属
工
業
で
財
務
体
質
が
疲
弊
し
て

い
る
こ
と
が
大
き
い
。
ま
た
、
神
鋼
と
住
金

の
一
時
金
は
昨
年
そ
れ
ぞ
れ
八
五
万
円
、
一

一
〇
万
円
ま
で
落
ち
込
ん
で
お
り
、
一
時
金

の
水
準
回
復
に
重
き
が
置
か
れ
た
形
だ
。 

 

ベ
ア
の
代
わ
り
に
要
求
し
た
の
は
、
中
期

的
な
賃
金
水
準
の
改
善
。
大
手
四
社
の
組
合

は
、
鉄
鋼
産
業
の
賃
金
を
二
〇
一
〇
年
を
め

ど
に
、
新
た
な
財
源
投
入
に
よ
っ
て
製
造
業

平
均
ま
で
回
復
さ
せ
る
道
筋
を
明
ら
か
に
す

る
よ
う
経
営
側
に
要
求
し
た
。
基
幹
労
連
に

よ
る
と
、
鉄
鋼
大
手
四
社
の
平
均
賃
金
（
三

五
歳
勤
続
一
七
年
の
標
準
労
働
者
）
は
、
従

業
員
規
模
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
製
造
業
平
均

よ
り
一
万
円
低
い
約
三
〇
万
円
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。 

　
一
方
、
賃
金
水
準
が
大
手
四
社
の
九
五
％

未
満
の
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
鉄
鋼
部
門

傘
下
の
組
合
は
、
製
造
業
平
均
の
九
五
％
（
二

九
・
五
万
円
）
ま
で
回
復
さ
せ
る
道
筋
を
明

ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。 

 

二
〇
一
〇
年
を
め
ど
と
す
る
の
は
、
そ
の

頃
が
ち
ょ
う
ど
団
塊
の
世
代
が
定
年
退
職
す

る
時
期
で
あ
り
、
高
技
術
・
技
能
な
人
材
を

確
保
し
、
産
業
の
競
争
力
を
強
化
さ
せ
る
た

め
に
は
、
他
産
業
か
ら
見
劣
り
す
る
労
働
条

件
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
か
ら

だ
。 

 

基
幹
労
連
で
は
、
「
適
正
な
労
働
条
件
決

定
と
産
業
企
業
の
国
際
競
争
力
の
維
持
・
強

化
は
矛
盾
し
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
国
際
競
争

力
の
あ
り
方
は
、
コ
ス
ト
競
争
力
の
み
な
ら

ず
高
い
質
を
も
っ
た
高
付
加
価
値
労
働
に
よ

っ
て
担
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
主
張
。
宮

園
哲
郎
委
員
長
は
要
求
基
準
を
正
式
決
定
し

た
二
月
一
〇
日
の
中
央
委
員
会
の
あ
い
さ
つ

で
、
「
納
得
し
う
る
結
果
を
出
さ
な
い
限
り
、

新
た
な
視
点
に
立
っ
た
取
り
組
み
が
活
き
て

こ
な
い
ば
か
り
か
、
基
幹
労
連
全
体
の
今
後

の
労
働
条
件
決
定
に
も
足
か
せ
と
な
り
か
ね

な
い
」
と
強
調
し
、
経
営
側
に
対
し
て
格
差

改
善
に
向
け
た
具
体
的
な
道
筋
を
示
す
よ
う

強
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
。 

ベ
ア
を
断
念
す
る
代
わ
り
、 

中
期
的
な
賃
金
改
善
を
要
求
す
る
基
幹
労
連 

い
て
い
る
な
か
で
、
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を

大
々
的
に
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け

だ
」
と
推
察
。
金
属
労
協
が
従
来
か
ら
提
唱

し
て
い
る
定
義
で
の
労
働
分
配
率
（
雇
用
者

一
人
当
た
り
名
目
雇
用
者
報
酬
÷
就
業
者
一

人
当
た
り
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
だ
と
、
二
〇
〇
二

年
度
は
六
三
・
一
％
で
、
統
計
開
始
以
来
の

最
低
水
準
だ
と
主
張
し
て
い
る
。 

  

生
産
性
基
準
原
理

だ
と 

 

〇

三
年
度
は
ベ
ア
二
・
一
％ 

 

今
回
の
経
労
委
報
告
は
、
一
九
七
〇
年
以

来
、
掲
げ
て
き
た
「
生
産
性
基
準
原
理
」
を

掲
げ
て
い
な
い
。
生
産
性
基
準
原
理
と
は
、

日
本
経
団
連
が
日
経
連
時
代
か
ら
提
唱
し
て

き
た
適
正
な
賃
金
決
定
を
行
う
た
め
の
マ
ク

ロ
経
済
レ
ベ
ル
で
の
考
え
方
。
「
生
産
性
を

上
回
る
賃
上
げ
が
物
価
の
上
昇
を
も
た
ら
し

て
き
た
」
と
し
て
、
生
産
性
の
向
上
を
上
回

る
名
目
賃
金
の
上
昇
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
イ

ン
フ
レ
の
抑
制
を
狙
っ
た
も
の
だ
。 

 

し
か
し
、
こ
の
原
理
で
は
、
イ
ン
フ
レ
時

に
は
賃
上
げ
率
を
抑
制
す
る
効
果
が
あ
る
が
、

物
価
が
低
下
し
て
い
る
デ
フ
レ
下
で
は
、
名

目
成
長
率
が
一
定
だ
と
す
る
と
、
物
価
が
下

が
る
ほ
ど
賃
上
げ
率
が
高
く
な
る
。
白
書
は
、

例
え
ば
政
府
経
済
見
通
し

の
〇
三
年
度
実
績
見
込
み

で
は
、
同
原
理
に
従
う
と

〇
三
年
度
の
ベ
ア
は
二
・

一
％
（
定
昇
除
く
）
に
な

る
と
し
て
、
「
デ
フ
レ
下

で
は
、
生
産
性
基
準
原
理

は
経
営
側
に
と
っ
て
用
無

し
、
む
し
ろ
有
害
と
い
う

わ
け
」
だ
と
迫
る
。
イ
ン

フ
レ
の
時
に
は
つ
け
を
す

べ
て
勤
労
者
に
押
し
つ
け
、

デ
フ
レ
の
時
に
は
機
能
し

な
い
原
理
は
「
そ
も
そ
も

原
理
な
ど
と
い
う
に
値
し

な
い
」
と
し
て
、
「
日
本

経
団
連
が
本
当
に
春
闘
は

す
で
に
終
焉
し
た
と
思
っ

て
い
る
な
ら
ば
、
ま
ず
生

産
性
基
準
原
理
か
ら
完
全

に
終
焉
と
す
べ
き
で
は
な

い
か
」
と
し
て
い
る
。 

（
調
査
部
　
荒
川
創
太
） 

（％） 
75.0 

74.0 

73.0 

72.0 

71.0 

70.0 

69.0 

68.0 

67.0
98年度 99 2000 01 02

従業員給与＋福利厚生費 
内部留保＋減価償却＋役員給与・賞与＋従業員給与＋福利厚生費 

（注）1.労働分配率は、ここでは 
 
 
 　　2.資料出所：財務省「法人企業統計」よりＪＣ政策局で作成。 
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海外労働事情 

海
外
労
働
事
情
 

韓国 

外
国
人
雇
用
許
可
制
の
導
入
と
そ
の
後
の
動
き 

Business Labor Trend  2004.3

　
韓
国
で
は
昨
年
七
月
に
外
国
人
単

純
労
働
者
の
受
け
入
れ
（
雇
用
許
可

制
）
を
定
め
た
「
外
国
人
勤
労
者
の

雇
用
等
に
関
す
る
法
律
」
が
国
会
を

通
過
し
、
九
月
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
は
外
国
人
を
「
研
修
生
」
と
し

て
受
け
入
れ
る
産
業
研
修
生
制
度
と

は
異
な
り
、
ま
さ
に「
単
純
労
働
者
」

と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
政
策
の

転
換
で
あ
っ
た
（
な
お
、
現
状
に
お

い
て
は
、
産
業
研
修
生
制
度
も
並
行

し
て
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
）
。

不
法
在
留
者
の
多
く
は
こ
の
制
度
に

よ
り
合
法
的
な
労
働
者
と
な
り
、
昨

年
末
時
点
で
不
法
在
留
者
は
見
た
目

上
、
一
気
に
半
減
し
た
。
こ
の
新
し

い
制
度
が
う
ま
く
定
着
す
る
か
注
目

さ
れ
る
が
、
周
囲
の
心
配
を
待
つ
ま

で
も
な
く
既
に
問
題
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
。 

   

導
入
ま
で
の
経
緯 

　
韓
国
に
お
い
て
は
、
近
年
景
気
に

関
係
な
く
三
Ｋ
職
場
の
忌
避
傾
向
が

続
き
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
生
産
現

場
の
求
人
難
が
進
行
し
た
こ
と
と
あ

い
ま
っ
て
、
外
国
人
導
入
に
関
す
る

議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
結
果
、

一
九
九
三
年
に
製
造
業
・
建
設
業
・

遠
近
海
漁
業
に
つ
い
て
産
業
研
修
生

制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。 

　
産
業
研
修
生
が
導
入
さ
れ
て
以
降

も
、
一
九
九
四
年
に
四
万
八
〇
〇
〇

人
で
あ
っ
た
不
法
在
留
者
が
九
七
年

に
は
一
四
万
八
〇
〇
〇
人
に
増
加
し
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
危
機
の
九
八
年
に
い
っ
た
ん

一
〇
万
人
に
減
少
し
た
も
の
の
、
九

九
年
一
三
万
五
〇
〇
〇
人
、
二
〇
〇

〇
年
一
八
万
九
〇
〇
〇
人
、
〇
一
年

二
五
万
五
〇
〇
〇
人
、
〇
二
年
二
六

万
六
〇
〇
〇
人
と
確
実
に
増
加
し
て

き
て
い
た
。
中
小
企
業
の
人
材
不
足

が
解
消
さ
れ
ず
、
政
府
と
し
て
も
積

極
的
に
不
法
在
留
者
の
取
締
を
し
な

か
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。 

　
こ
う
し
た
中
、
国
内
外
の
人
権
擁

護
団
体
か
ら
外
国
人
産
業
研
修
生
に

対
す
る
人
権
侵
害
の
実
態
が
相
次
い

で
明
ら
か
に
さ
れ
、
金
大
中
政
権
の

外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
政
策
が
問

わ
れ
は
じ
め
て
い
た
。 

　
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
労
働
部
よ
り

発
表
さ
れ
た
「
外
国
人
労
働
者
の
雇

用
及
び
管
理
の
効
率
化
案
」
に
お
い

て
は
、
こ
う
し
た
産
業
研
修
生
制
度

の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
今
回
導
入

さ
れ
た
外
国
人
雇
用
許
可
制
と
ほ
ぼ

同
様
の
制
度
が
提
案
さ
れ
て
い
た
（
産

業
研
修
生
制
度
は
廃
止
す
る
と
い
う

案
で
あ
っ
た
）
が
、
産
業
資
源
部
・

法
務
部
や
経
済
団
体
・
中
小
企
業
等

の
反
発
も
あ
っ
て
導
入
は
見
送
ら
れ

た
。 

　
二
〇
〇
二
年
七
月
に
は
、
国
務
調

整
室
よ
り
「
外
国
人
力
制
度
改
善
方

案
」
が
発
表
さ
れ
、
①
産
業
研
修
生

（
製
造
業
・
建
設
業
・
遠
近
海
漁
業
）

定
員
の
増
員
②
サ
ー
ビ
ス
分
野
に「
就

業
管
理
制
」
を
導
入（
韓
国
国
民
と

血
縁
の
あ
る
中
国
同
胞
等
に
対
し
、

最
長
二
年
の
就
業
を
許
容
）
と
い
う

案
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
結

局
導
入
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。 

　
二
〇
〇
三
年
二
月
に
、
親
市
民
団

体
・
労
働
組
合
と
言
わ
れ
る
廬
武
鉉

政
権
が
誕
生
し
、
こ
の
年
の
三
月
に

発
表
さ
れ
た
「
新
政
府
の
経
済
運
用

方
向
」
の
中
で
、
再
度
、
外
国
人
雇

用
許
可
制
の
導
入
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
七
月
に
は
「
外
国
人
勤

労
者
の
雇
用
等
に
関
す
る
法
律
」
が

国
会
を
通
過
し
、
九
月
よ
り
施
行
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
な
お
、
中
小
企
業

等
の
反
対
を
踏
ま
え
、
当
面
は
産
業

研
修
生
制
度
と
の
並
存
と
い
う
結
果

と
な
っ
て
い
る
（
産
業
研
修
生
制
度

の
廃
止
の
時
期
に
つ
い
て
は
現
段
階

で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
）。 

   

外
国
人
労
働
者
の
実
態 

　
及
び
産
業
研
修
生
制
度
の
問
題 

 

二
〇
〇
二
年
三
月
時
点
で
の
三
三

万
七
〇
〇
〇
人
の
外
国
人
労
働
者
の

う
ち
、
二
六
万
六
〇
〇
〇
人
（
七
八
・

九
％
）
が
不
法
在
留
者
で
占
め
ら
れ

て
お
り
、
中
で
も
観
光
な
ど
短
期
ビ

ザ
で
入
国
し
て
食
堂
な
ど
サ
ー
ビ
ス

業
に
勤
務
す
る
不
法
在
留
者
（
特
に

中
国
朝
鮮
族
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
）

が
一
八
万
余
名（
約
七
〇
％
）、
離
脱

し
た
産
業
研
修
生
が
五
万
二
〇
〇
〇

余
名
（
約
二
〇
％
）
を
占
め
て
い
た
。

産
業
別
で
は
製
造
業
が
八
万
九
〇
〇

〇
名（
三
四
・
八
％
）、
建
設
業
五
万

六
〇
〇
〇
名（
二
一
・
八
％
）、
飲
食

店
三
万
五
〇
〇
〇
名（
一
三
・
七
％
）

の
順
で
あ
る
が
、
特
に
飲
食
店
で
は

そ
の
九
七
％
が
中
国
人
で
あ
り
六
二

％
は
朝
鮮
族
（
中
国
同
胞
）
で
あ
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

　
一
九
九
三
年
よ
り
実
施
さ
れ
て
い

た
「
産
業
研
修
生
制
度
」
の
問
題
点

と
し
て
、
①
製
造
業
・
建
設
業
・
遠

近
海
漁
業
の
み
が
対
象
で
、
サ
ー
ビ

ス
業
等
を
対
象
と
し
て
い
な
い
②
要

件
を
満
た
さ
な
い
零
細
企
業
が
利
用

で
き
な
い
③
研
修
生
は
労
災
・
医
療

保
険
等
の
対
象
と
な
ら
な
い
④
全
般

的
に
労
働
条
件
が
低
い
⑤
事
業
主
団

体
（
民
間
）
が
斡
旋
機
関
を
務
め
て

い
た
が
、
外
国
人
労
働
者
の
職
場
離

脱
に
対
応
で
き
な
い
、
等
の
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。 

　
な
お
、
「
外
国
人
雇
用
許
可
制
」

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
　
労
働
者
派
遣
覚
書
、

来
月
締
結
へ 

　
ヤ
コ
ブ
労
働
・
移
住
相
は
マ
レ
ー

シ
ア
の
人
的
資
源
省
側
か
ら
来
月
第

一
週
ま
た
は
第
二
週
に
ジ
ャ
カ
ル
タ

を
訪
問
す
る
と
の
書
簡
を
受
け
取
っ

た
と
し
て
、
労
働
者
派
遣
に
関
す
る

両
国
間
の
覚
書
締
結
が
実
現
す
る
と

の
見
通
し
を
示
し
た
。
ビ
ス
ニ
ス
・

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
伝
え
た
。 

 

覚
書
の
内
容
は
す
で
完
成
し
て
お

り
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
閣
議
で
の
承
認

を
待
っ
て
い
た
と
説
明
し
た
。
覚
書

で
は
、
リ
ク
ル
ー
ト
を
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
が
行
う
こ
と
、
健
康
診
断
費
用
の

両
国
負
担
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
保
管
場

所
、
交
通
費
の
負
担
先
の
四
点
が
問

題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。 

 

同
相
は
、
覚
書
の
締
結
に
合
わ
せ

、

同
国
へ
の
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
規

定
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て

い
る
。
そ
の
ほ
か
、
マ
レ
ー
シ
ア
政

府
に
対
し
て
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な

事
前
通
告
の
な
い
不
法
就
労
者
の
強

制
送
還
を
行
わ
な
い
よ
う
要
請
し
た

と
い
う
。 

 

本
来
不
法
就
労
者
の
送
還
に
は
、

事
前
通
告
の
も
と
で
マ
レ
ー
シ
ア
政

府
が
送
還
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
で

合
意
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
が
送
迎
用
の
船

を
準
備
し
て
い
る
マ
レ
ー
シ
ア
・
サ

バ
州
の
タ
ワ
ウ
港
で
は
な
く
、
東
カ

リ
マ
ン
タ
ン
州
の
ヌ
ヌ
カ
ン
港
に
送

還
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
起
き
て
い

る
と
懸
念
を
示
し
た
。 

　
（
提
供
　
エ
ヌ
・
エ
ヌ
・
エ
ー
） 
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の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
中
小
企
業

等
の
反
対
（
産
業
研
修
生
に
比
べ
労

働
コ
ス
ト
が
増
加
す
る
）
に
よ
り
「
産

業
研
修
生
制
度
」
も
残
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
現
行
の
産
業
研
修
生
を
活

用
し
て
い
る
企
業
は
引
き
続
き
産
業

研
修
生
を
活
用
す
る
こ
と
と
な
る
が
、

労
働
部
に
よ
れ
ば
「
外
国
人
労
働
者

自
身
は
も
と
よ
り
、
不
法
在
留
者
の

雇
用
企
業
と
外
国
人
労
働
者
非
雇
用

企
業
で
も
外
国
人
雇
用
許
可
制
に
対

す
る
賛
成
が
多
か
っ
た
」
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。 

   

雇
用
許
可
制
の
概
要
及
び
導
入
に 

　
当
た
っ
て
の
経
過
措
置
等 

　
雇
用
許
可
制
は
①
常
時
勤
労
者
三

〇
〇
人
未
満
の
中
小
製
造
業
②
建
設

業
（
工
事
規
模
三
〇
〇
ウ
ォ
ン
以
下
）

③
サ
ー
ビ
ス
分
野
六
業
種
（
飲
食
店

業
、
事
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
業
（
建
築

物
一
般
・
産
業
設
備
清
掃

業
）
、
社
会
福
祉
事
業
、

清
掃
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、

看
病
サ
ー
ビ
ス
業
、
家
事

サ
ー
ビ
ス
業
）
④
遠
近
海

漁
業
（
一
〇
ト
ン
以
上
二

五
ト
ン
未
満
漁
船
な
ど
）

⑤
農
畜
産
業
（
一
定
規
模

以
上
の
企
業
型
農
畜
産
業
）

に
つ
い
て
、
政
府
（
労
働

部
・
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
）

の
斡
旋
の
元
に
、
三
年
を

限
度
に
外
国
人
労
働
者
の

就
労
を
認
め
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
（
雇
用
許
可

制
の
導
入
に
合
わ
せ
出
入

国
管
理
法
施
行
令
が
改
正

さ
れ
、
「
非
専
門
就
業
」
と
い
う
在

留
資
格
が
新
設
さ
れ
た
。） 

　
こ
の
雇
用
許
可
制
の
導
入
に
当
た

り
、
韓
国
政
府
は
現
在
い
る
不
法
在

留
者
の
一
部
合
法
化
を
行
っ
た
。
具

体
的
に
は
中
小
製
造
業
・
建
設
業
・

一
部
サ
ー
ビ
ス
業
・
遠
近
海
漁
業
・

農
畜
産
業
に
従
事
し
て
い
る
外
国
人

（
建
設
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
は
朝
鮮
族

に
限
定
）
で
、
①
二
〇
〇
三
年
三
月

末
時
点
で
在
留
三
年
未
満
の
不
法
在

留
者
に
は
そ
の
ま
ま
二
年
間
の
就
業

資
格
を
付
与
②
三
年
以
上
四
年
未
満

の
者
に
は
査
証
発
給
認
定
書
を
発
給

し
、
い
っ
た
ん
出
国
す
る
こ
と
を
条

件
に
出
国
前
の
在
留
期
間
と
合
わ
せ

て
五
年
の
範
囲
内
で
就
業
資
格
を
認

定
③
四
年
以
上
の
者
は
一
一
月
一
五

日
を
自
発
出
国
期
限
（
こ
の
期
間
ま

で
に
出
国
す
れ
ば
そ
の
後
の
観
光
ビ

ザ
等
の
発
給
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

と
の
こ
と
）
と
し
、
そ
れ
以
降
は
不

法
在
留
者
と
し
て
強
力
に
取
り
締
ま

る
、
と
い
う
対
策
で
あ
っ
た
。（
な
お
、

こ
の
方
針
に
合
わ
せ
、
現
在
の
合
法

的
な
産
業
研
修
生
に
つ
い
て
も
暫
定

的
に
五
年
ま
で
の
在
留
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。） 

   

導
入
後
の
状
況
と
問
題 

 

制
度
導
入
に
合
わ
せ
、
昨
年
一
〇

月
末
ま
で
不
法
在
留
者
に
対
す
る
「
不

法
在
留
申
告
」（
こ
の
時
点
で
申
告
し

て
お
け
ば
強
制
出
国
対
象
に
な
ら
な

い
と
さ
れ
た
）
が
行
わ
れ
た
が
、
一

一
月
一
日
時
点
の
集
計
で
、
申
告
は

不
法
在
留
外
国
人
全
体
の
八
三
・
四

％
に
止
ま
っ
た
。
特
に
、
い
っ
た
ん

出
国
し
た
上
で
再
入
国
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
三
年
以
上
四
年
未
満
の
在

留
者
の
申
告
率
は
六
〇
％
台
と
な
る

な
ど
、
長
期
在
留
者
を
中
心
に
少
な

く
と
も
数
万
名
が
不
法
在
留
者
と
な

る
こ
と
が
そ
の
時
点
で
既
に
予
想
さ

れ
て
い
た
。（
韓
国
中
小
企
業
協
同

組
合
中
央
会
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点

で
四
年
以
上
在
留
者
が
五
万
六
〇
〇

〇
名
、
三
年
以
上
四
年
未
満
在
留
者

が
六
万
五
〇
〇
〇
名
で
あ
っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。） 

　
ま
た
昨
年
末
現
在
の
法
務
部
資
料

に
よ
れ
ば
、
（
昨
年
九
月
以
降
合
法

化
さ
れ
た
外
国
人
労
働
者
を
除
い
て
、

昨
年
末
時
点
で
の
）
不
法
在
留
者
約

一
四
万
三
〇
〇
〇
名
の
う
ち
四
万
人

に
対
し
て
は
査
証
発
給
認
定
（
い
っ

た
ん
出
国
す
る
必
要
あ
り
―
三
年
以

上
四
年
未
満
の
在
留
者
対
象
）
を
行

っ
て
お
り
、
実
質
的
な
不
法
在
留
者

は
最
終
的
に
約
一
〇
万
三
〇
〇
〇
名

に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実

際
に
は
既
に
合
法
化
さ
れ
就
業
し
て

い
る
外
国
人
労
働
者
が
約
一
八
万
人

（
製
造
業
一
二
万
、
飲
食
店
業
三
万
、

建
設
業
二
万
、
サ
ー
ビ
ス
業
九
四
〇

〇
、
畜
産
業
二
九
〇
〇
）
い
る
と
い

う
。
即
ち
、
外
国
人
労
働
者
の
合
計

数
は
昨
年
末
現
在
で
約
三
二
万
人
で

あ
り
、
外
国
人
労
働
者
は
急
激
に
増

加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

対
策
で
な
お
、
一
部
報
道
で
は
未
だ

に
「
中
小
三
Ｋ
職
場
で
は
人
が
不
足

し
て
い
る
」
等
の
報
道
が
流
れ
て
い

る
。 

　
韓
国
経
済
が
成
長
基
調
を
維
持
す

る
中
で
、
実
質
的
に
増
加
し
て
い
る

不
法
在
留
者
問
題
だ
け
で
な
く
、
合

法
化
し
て
就
業
す
る
外
国
人
労
働
者

の
定
住
・
家
族
呼
び
寄
せ
問
題
、
ま

た
三
Ｋ
職
場
や
近
隣
職
場
で
の
労
働

力
不
足
や
労
働
条
件
の
低
下
等
に
つ

い
て
も
、
今
後
大
き
く
頭
を
悩
ま
す

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。 
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調
。
香
港
の
生
活
費
が
高
い
こ

と
や
、
こ
れ
ら
外
国
人
が
安
い
公
共

住
宅
の
入
居
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
に
言
及
し
、
あ
る
程
度
の

賃
金
優
遇
は
妥
当
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
、
厳
し
い
労
働
規
制
が
外
資
企

業
の
事
業
環
境
を
悪
化
さ
せ
、
上
海

や
深
セ
ン
、
講
習
へ
の
外
資
流
出
を

招
く
こ
と
も
懸
念
し
て
い
る
。 

 

当
局
に
よ
る
と
、
中
小
企
業
は
新

法
施
行
後
も
三
年
間
は
適
用
猶
予
を

認
め
ら
れ
る
見
通
し
。
政
府
は
諮
問

作
業
を
経
て
最
終
草
案
を
ま
と
め
、

一
一
月
ま
で
に
立
法
会
に
提
出
す
る

方
針
だ
。 

　
（
提
供
　
エ
ヌ
・
エ
ヌ
・
エ
ー
） 



英国 

進
む
仕
事
の
「
輸
出
」
そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
不
安
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業務をインドに「輸出」する企業が増えている 
（ロンドン市内） 

  

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
職
の
輸
出
を
調
査 

 

昨
年
、
政
府
は
イ
ン
ド
や
世
界
各

国
へ
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
務
の
輸

出
に
関
す
る
調
査
に
着
手
し
た
。
こ

の
調
査
は
労
働
組
合
の
怒
り
の
声
の

高
ま
り
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
だ

が
、
こ
の
分
野
が
ど
れ
く
ら
い
衰
退

し
つ
つ
あ
る
か
と
い
う
新
た
な
議
論

を
呼
び
お
こ
し
た
。 

 Patricia H
ew
itt

貿
易
産
業
相
に

よ
れ
ば
、
調
査
は
英
国
の
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
業
界
が
海
外
市
場
に
対
応
す

る
能
力
を
評
価
す
る
も
の
だ
と
い
う
。

貿
易
産
業
省
の
担
当
部
署
に
よ
れ
ば

英
国
に
は
五
五
〇
〇
の
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
が
あ
り
、
そ
の
数
は
欧
州
一
で
、

四
〇
万
人
弱
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
分
野
は
年
率
約
一
〇
％
で
成
長

し
て
い
る
。
し
か
し
海
外
、
特
に
イ

ン
ド
へ
の
業
務
移
転
が
大
き
な
コ
ス

ト
削
減
に
な
り
う
る
こ
と
に
気
づ
く

企
業
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
あ
る
企
業

に
よ
れ
ば
、
英
国
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
が
ク
レ
ー
ム
管
理
や
技
術
的
ア
ド

バ
イ
ス
の
よ
う
な
よ
り
複
雑
な
サ
ー

ビ
ス
の
需
要
増
を
満
た
す
た
め
に
は
、

単
純
な
仕
事
を
海
外
に
大
量
に
移
す

こ
と
が
必
須
要
件
だ
と
い
う
。

C
om
m
unications W

orkers' U
ni-

on

に
よ
れ
ば
、
す
で
に
二
八
の
英

国
企
業
が
、
英
国
の
顧
客
に
サ
ー
ビ

ス
す
る
五
万
の
職
務
を
ア
ジ
ア
へ
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
て
い
る
。
ま
た

N
orw
ich U

nion

（Aviva

）
は
、
二

五
〇
〇
以
上
の
職
を
イ
ン
ド
に
移
転

さ
せ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
ほ
か
に
もA

bbey

、Tesco

、

B
ritish A

irw
ays

、N
ational Rail 

E
nquiries

を
含
む
企
業
が
業
務
を

海
外
に
移
し
て
お
り
、
特
に
イ
ン
ド

へ
の
移
転
が
進
ん
で
い
る
。
労
働
組

合A
m
icus

は
す
で
に
英
国
内
の
五

万
も
の
職
が
海
外
に
移
転
し
、
む
こ

う
五
年
間
に
二
〇
万
の
職
が
輸
出
さ

れ
る
と
み
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
八

〇
年
代
に
お
け
る
製
造
業
の
衰
退
以

来
の
最
大
の
産
業
の
衰
退
を
意
味
す

る
。 

 

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
海
外
へ
移
転

し
て
い
る
の
は
主
に
基
礎
的
な
事
務

管
理
の
仕
事
で
あ
り
、
「
よ
り
価
値

の
高
い
」
仕
事
の
多
く
は
英
国
内
に

残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
職
種

に
も
海
外
進
出
の
影
響
が
及
び
つ
つ

あ
る
と
多
く
の
者
が
考
え
て
い
る
。

例
え
ば
多
く
の
Ｉ
Ｔ
企
業
は
イ
ン
ド

を
基
本
業
務
の
拠
点
と
し
、
相
当
数

の
投
資
銀
行
が
調
査
部
門
の
業
務
を

海
外
に
移
し
始
め
て
い
る
。
イ
ン
ド

の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
業
団

体N
asscom

代
表
のK

iran K
arnik

氏
は
、
次
の
波
が
来
れ
ば
会
計
、
法

務
及
び
財
務
ア
ナ
リ
ス
ト
の
職
務
は
、

西
欧
諸
国
の
競
争
相
手
の
半
分
以
下

の
給
料
で
働
く
バ
ン
ガ
ロ
ー
ル
や
デ

リ
ー
出
身
の
イ
ン
ド
人
卒
業
生
で
占

め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
あ
る
著

名
な
ア
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
最
近
の
予

測
に
よ
れ
ば
、
四
大
財
務
機
関
の
う

ち
三
社
が
二
年
以
内
に
海
外
に
移
転

す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

仕
事
を
外
国
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン

グ
す
る
こ
と
は
、
雇
用
主
に
と
っ
て
、

と
り
わ
け
賃
金
面
で
多
大
な
コ
ス
ト

削
減
と
な
る
。
例
え
ば
イ
ン
ド
に
お

け
る
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
年
間
所
得

は
、
英
国
に
お
け
る
二
万
三
〇
〇
〇

ポ
ン
ド
の
支
出
に
匹
敵
す
る
結
果
を

も
た
ら
す
。Aviva

の
推
計
に
よ
れ
ば
、

イ
ン
ド
で
は
英
国
よ
り
四
〇
％
安
く

企
業
経
営
が
で
き
る
。
加
え
て
、
イ

ン
ド
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
要
員
に
企

業
が
払
う
賃
金
は
、
イ
ン
ド
で
毎
年

誕
生
す
る
二
〇
〇
万
人
の
卒
業
生
に

と
っ
て
魅
力
的
な
も
の
だ
。 

   

組
合
は
地
域
へ
の
打
撃
を
懸
念 

　
し
か
し
労
働
組
合
は
、
英
国
に
お

け
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
産
業
の
衰
退

が
、
か
つ
て
八
〇
年
代
の
製
造
業
の

衰
退
に
苦
し
ん
だ
国
内
の
各
地
に
悪

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
懸
念
し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
活

動
の
多
く
は
、
製
造
業
の
職
が
失
わ

れ
た
際
、
雇
用
の
損
失
を
埋
め
る
た

め
に
意
図
的
に
そ
れ
ら
の
地
域
に
設

置
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
。
Ｄ
Ｔ
Ｉ

の
統
計
に
よ
れ
ば
英
国
北
部
で
は
四

％
以
上
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
三

〜
四
％
の
労
働
者
が
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
に
雇
わ
れ
て
い
る
。
労
働
組
合
指

導
者
た
ち
の
懸
念
は
、
か
つ
て
雇
用

を
奪
わ
れ
た
地
域
で
こ
の
新
た
な
労

働
需
要
源
も
ま
た
脅
か
さ
れ
て
い
る

点
に
あ
る
。 

　
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
輸
出
さ
れ

た
仕
事
の
多
く
が
新
規
操
業
に
転
じ

た
こ
と
か
ら
、
英
国
内
で
の
職
の
減

少
は
生
じ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
企

業
が
操
業
を
海
外
に
移
転
し
た
地
域

で
は
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
人
員
移

動
に
よ
る
自
然
減
の
お
か
げ
で
強
制

的
な
整
理
解
雇
が
避
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
労
働
市
場
は
最
近
回
復
傾

向
に
あ
る
。
失
業
率
が
上
が
り
始
め

れ
ば
、
海
外
へ
の
雇
用
喪
失
は
よ
り

大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
。
仕
事
の
海
外
移
転
に

よ
り
職
を
失
っ
た
多
く
の
者
に
と
っ

て
、
同
レ
ベ
ル
の
賃
金
や
融
通
性
の

あ
る
職
に
再
び
つ
く
こ
と
は
難
し
い

だ
ろ
う
。 

 

　 
 

財
務
分
野
で
は
組
合
と
合
意 

 

労
働
組
合
の
指
導
者
た
ち
は
英
国

内
の
職
場
を
守
る
必
要
を
主
張
し
て

い
る
。
銀
行
労
働
者
の
組
合U

nifi

は
、

Lloyds TSB

がN
ew
castle  upon 

Tine

の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
か
ら
約
一

〇
〇
〇
の
職
を
海
外
に
移
転
さ
せ
る

計
画
に
つ
い
て
の
ス
ト
ラ
イ
キ
投
票

を
宣
言
し
た
。
組
合
の
指
導
者
に
よ
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れ
ば
、
企
業
が
利
用
し
て
い
る
低
い

賃
金
レ
ー
ト
の
国
は
団
結
権
、
労
働

条
件
、
環
境
規
制
に
つ
い
て
も
ま
た

低
水
準
に
あ
り
、
労
働
者
は
裏
切
ら

れ
た
思
い
で
あ
る
。U

nifi

のB
er-

nadette Fisher
女
史
に
よ
れ
ば
、

企
業
が
こ
う
し
た
や
り
方
で
低
賃
金

労
働
を
利
用
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い

労
働
者
の
間
で
、
好
戦
的
な
機
運
が

確
実
に
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。 

 

こ
う
し
た
中
、
こ
の
一
月
に
は
英

国
三
番
手
の
バ
ー
ク
レ
ー
銀
行
が

U
nifi

と
業
務
の
海
外
輸
出
に
関
し

て
合
意
に
達
し
た
。
こ
の
合
意
で
は
、

数
多
く
の
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
と
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
業
務
を
運
営
す
る
た
め

に
海
外
で
労
働
者
を
雇
う
ほ
う
が
安

上
が
り
だ
と
す
れ
ば
、
英
国
の
雇
用

が
失
わ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い

こ
と
を
組
合
が
認
め
て
い
る
。
そ
の

か
わ
り
、
会
社
側
は
雇
用
水
準
に
影

響
を
与
え
う
る
大
き
な
決
定
が
な
さ

れ
る
少
な
く
と
も
三
カ
月
前
に
労
働

者
と
適
切
な
相
談
を
行
う
こ
と
、
及

び
新
た
な
職
探
し
を
助
け
る
た
め
の

十
分
な
援
助
を
す
る
こ
と
を
約
束
し

た
。
ま
た
同
社
は
、
会
社
に
残
る
こ

と
を
希
望
す
る
労
働
者
の
配
置
転
換

を
管
理
す
る
た
め
の
特
別
チ
ー
ム
を

作
る
と
と
も
に
、
配
置
転
換
の
選
択

肢
が
な
い
場
合
に
は
外
部
研
修
の
費

用
を
用
意
す
る
。
こ
の
協
定
は
海
外

転
出
を
伴
う
す
べ
て
の
事
業
に
当
て

は
ま
る
の
み
な
ら
ず
、
国
内
で
の
事

業
再
構
築
の
一
部
に
も
適
用
さ
れ
る
。 

　
バ
ー
ク
レ
ー
とU

nifi

の
協
定
は
、

双
方
に
利
益
を
も
た
ら
す
。
同
社
は

い
ま
や
業
務
を
海
外
に
移
転
さ
せ
、

事
業
を
再
構
築
す
る
自
由
を
一
部
手

に
し
、
一
方
組
合
は
、
再
構
築
が
失

業
及
び
そ
れ
に
伴
う
地
域
社
会
へ
の

イ
ン
パ
ク
ト
を
最
低
限
に
と
ど
め
る

よ
う
な
や
り
方
で
行
わ
れ
、
ま
た
、

協
定
に
全
く
サ
イ
ン
を
し
な
い
よ
り

は
英
国
の
雇
用
の
将
来
が
保
護
さ
れ

る
だ
ろ
う
と
い
う
保
証
を
得
た
。
組

合
は
、
今
回
の
協
定
が
他
の
雇
用
主

や
組
合
に
と
っ
て
も
将
来
の
強
制
解

雇
を
避
け
る
た
め
に
見
習
う
べ
き
青

写
真
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

   
職
の
輸
出
の
経
済
効
果 

　
政
府
のPatricia H

ew
itt

貿
易
産

業
相
は
、
海
外
へ
の
仕
事
の
輸
出
を

防
ぐ
た
め
の
新
法
の
制
定
を
支
持
す

る
の
で
は
と
い
う
組
合
側
の
期
待
を

退
け
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
分
野
が
経

済
的
に
成
功
し
て
い
る
と
強
調
し
て

き
た
。
ま
た
、C

arphone 
W
are-

house

の
よ
う
な
企
業
は
い
ま
だ
に

英
国
へ
の
進
出
意
向
が
あ
り
、
一
部

の
英
国
銀
行
が
海
外
へ
の
業
務
の
輸

出
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
指

摘
し
て
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
が
致
命

的
な
衰
退
状
況
に
あ
る
と
い
う
主
張

に
反
論
し
て
い
る
。 

　
さ
ら
にH

ew
itt

氏
は
労
働
組
合
の

保
護
貿
易
を
求
め
る
声
を
批
判
し
、

英
国
は
す
で
に
イ
ン
ド
と
二
億
六
〇

〇
〇
万
ポ
ン
ド
相
当
の
取
引
を
し
て

い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
も
し
イ
ン

ド
へ
の
職
の
輸
出
が
イ
ン
ド
市
場
を

成
長
さ
せ
る
な
ら
、
そ
れ
は
英
国
の

生
産
者
に
と
っ
て
も
有
益
だ
ろ
う
。

こ
の
主
張
は
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

のM
ckinsey

に
よ
り
支
持
さ
れ
て

い
る
。
同
社
が
最
近
注
目
し
て
い
る

の
は
、
海
外
進
出
が
英
国
に
比
べ
て

は
る
か
に
進
み
、
イ
ン
ド
や
中
国
に

輸
出
さ
れ
る
職
の
規
模
に
関
す
る
議

論
が
よ
り
過
熱
し
て
い
る
米
国
市
場

で
あ
る
。M

ckinsey

は
、
米
国
が

海
外
進
出
で
失
う
も
の
よ
り
得
る
も

の
の
方
が
多
い
と
考
え
て
い
る
。
同

社
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
海
外
拠
点
の

労
働
者
に
払
う
賃
金
一
ド
ル
に
対
し

て
、
コ
ス
ト
節
約
分
を
成
長
の
た
め

に
再
投
資
し
、
海
外
拠
点
要
員
向
け

の
追
加
的
な
輸
出
を
行
い
、
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
の
労
働
者
を
解
放
し
て
よ

り
高
所
得
の
職
に
つ
か
せ
る
こ
と
で
、

経
済
は
一
・
一
二
ド
ル
相
当
の
利
益

を
得
る
と
し
て
い
る
。 

　
こ
の
意
見
は
職
業
紹
介
会
社

A
decco

も
支
持
し
て
い
る
。A

dec-
co

の
推
計
に
よ
れ
ば
英
国
及
び
海

外
の
市
場
が
と
も
に
成
長
し
、
英
国

向
け
の
コ
ン
タ
ク
ト
セ
ン
タ
ー
の
仕

事
は
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
お
よ
そ
七

五
万
と
な
り
、
そ
の
う
ち
二
〇
万
は

イ
ン
ド
に
置
か
れ
る
。
そ
れ
で
も
五

五
万
の
良
質
な
職
が
英
国
に
残
る
が
、

こ
れ
は
現
在
よ
り
も
多
い
数
値
で
あ

る
。 

 

　 
 

サ
ー
ビ
ス
低
下
で
不
満
の
声
も 

　
こ
う
し
た
動
き
の
一
方
、
大
手
金

融
機
関
で
は
大
幅
な
職
の
海
外
移
転

が
広
報
面
で
ダ
メ
ー
ジ
を
あ
た
え
か

ね
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
特

に
一
般
利
用
者
と
直
接
や
り
と
り
す

る
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
る
部
署
で
は
、

職
の
海
外
移
転
の
相
対
的
な
長
所
と

短
所
と
を
改
め
て
考
え
さ
せ
る
よ
う

な
議
論
が
起
き
て
い
る
。
今
日
で
は

多
く
の
顧
客
に
と
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン

ま
た
は
電
話
で
の
サ
ー
ビ
ス
が
自
分

た
ち
の
銀
行
と
連
絡
を
と
る
主
な
手

段
で
あ
り
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
務

は
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
中
枢
だ
。
そ
の

た
め
、
い
く
つ
か
の
銀
行
は
こ
れ
ら

の
業
務
の
管
理
を
海
外
拠
点
に
委
ね

る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
な

か
で
も
は
っ
き
り
し
た
懸
念
は
、
海

外
拠
点
の
業
務
が
日
々
変
化
す
る
問

題
に
つ
い
て
い
け
な
く
な
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
不
安
が
大
き
い
。 

 

ま
た
、
企
業
及
び
労
働
組
合
の
双

方
が
、
顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
関

す
る
懸
念
を
抱
い
て
い
る
。
顧
客
の

好
み
、
ニ
ー
ズ
、
慣
習
に
つ
い
て
の

地
域
に
根
付
い
た
知
識
に
適
度
に
親

し
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
高
品
質

の
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
う
え
で
は

欠
か
せ
な
い
が
、
海
外
拠
点
で
は
達

成
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

懸
念
で
あ
る
。
す
で
に
い
く
つ
か
の

企
業
に
は
、
海
外
業
務
に
対
す
る
顧

客
の
不
満
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
例

え
ば
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
投
資

銀
行
は
、
イ
ン
ド
人
ス
タ
ッ
フ
に
よ

る
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
顧
客
の
不
満

を
受
け
、
デ
リ
ー
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
拠
点
数
カ
所
を
米
国
に
戻
し
た
。

同
様
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ー
製
造
業
者D

ell

も
、
意
志
疎
通
の

不
具
合
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
不
満

を
受
け
た
後
、
イ
ン
ド
の
情
報
通
信

技
術
の
中
心
地
で
あ
る
バ
ン
ガ
ロ
ー

ル
か
ら
音
声
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
を
米

国
に
移
す
こ
と
を
決
め
た
。N

orth-
ern Rock

、Royal B
ank of Scot-

land

、A
liance 

&
 
Leicester

、

H
B
O
S

の
よ
う
な
英
国
の
リ
テ
ー
ル
・

バ
ン
ク
は
、
英
国
内
の
全
て
の
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
・
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
続

け
る
こ
と
を
誓
約
し
た
。
海
外
移
転

で
か
な
り
の
短
期
的
コ
ス
ト
を
削
減

で
き
た
と
し
て
も
、
サ
ー
ビ
ス
ベ
ー

ス
の
企
業
は
、
長
期
的
な
コ
ア
・
コ

ン
ピ
タ
ン
ス
と
し
て
考
え
る
べ
き
顧

客
サ
ー
ビ
ス
を
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

す
る
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

こ
の
ほ
か
に
も
デ
ー
タ
の
保
護
や

規
制
の
よ
う
な
問
題
か
ら
、
海
外
へ

の
仕
事
の
輸
出
を
思
い
と
ど
ま
る
機

関
も
あ
る
。
例
え
ば
公
務
部
門
で
は
、

行
政
の
仕
事
を
イ
ン
ド
に
も
ど
こ
に

も
輸
出
し
な
い
こ
と
が
組
合
に
対
し

て
保
証
さ
れ
た
。
英
国
政
府
調
達
庁

官
・
効
率
改
善
担
当
官Peter G

er-
shon

氏
は
、
デ
ー
タ
の
安
全
性
を

理
由
と
し
て
業
務
の
輸
出
へ
の
反
対

姿
勢
を
さ
か
ん
に
表
明
し
て
い
る
。 

　
さ
ら
に
ア
ジ
ア
の
主
た
る
競
争
優

位
と
な
っ
て
い
る
理
由
、
す
な
わ
ち

低
賃
金
そ
れ
自
体
が
、
イ
ン
ド
人
労

働
者
の
年
間
所
得
相
場
が
上
昇
し
倍

増
と
も
い
わ
れ
る
中
で
、
高
ま
る
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
を
受
け
つ
つ
あ
る
。
一

部
の
人
事
管
理
専
門
家
は
、
職
の
海

外
移
転
は
一
時
的
な
流
行
で
あ
り
、

じ
き
に
飽
和
状
態
に
達
す
る
の
で
は

な
い
か
と
指
摘
し
始
め
て
い
る
。 

　
　
　
　
　
　 

（
国
際
研
究
部
） 
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◆第７回世界青年意識調査　　1月11日（内閣府） 

　・日本の青年の現在の悩みや心配ごとは「就職のこと」が３３．９％と最も高い。以下「お金のこと」（３１．０％）、「仕事のこ

と」（２７．４％）が続く。 

　・各国の１位をみると、韓国は「就職のこと」、アメリカ、スウェーデン、ドイツは「お金のこと」であった。 

◆平成16年3月高校・中学新卒者の就職内定状況等調査（11月末）　　1月13日（厚生労働省） 

 ・高校新卒者の求人倍率は０．９４倍で前年同期を０．０４ポイント上回る。就職内定者数は１２万１千人で同０．２％の増加。就

職内定率は６１．４％で同１．１ポイント上回る。 

　・中学新卒者の求人倍率は０．３４倍で前年同期を０．０１ポイント下回る。 

◆平成15年度大学等卒業予定者の就職内定状況等調査（12月1日）　　1月13日（厚生労働省・文部科学省） 

　・大学卒業予定者の内定率は７３．５％。前年同期を３．２ポイント下回り、調査開始以来最低。 

　・短期大学卒業予定者の内定率（女子学生のみ）は４９．６％で前年同期を６．０ポイント下回る。 

◆平成15年賃金構造基本統計調査（都道府県別速報）　　2月3日（厚生労働省） 

　・所定内給与額（一般労働者）は東京都が３６５，２００円（平均勤続年数１１．９年）で最も高く、青森県が２２７，３００円（同１１．０

年）で最も低い。ほぼ半数にあたる１府２２県で、前年に比べ所定内給与額が増加した（昨年は１０県）。 

最 近 の 統 計 調 査 より  

1月11日～2月10日に公表された主な労働関係統計　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月次統計を除く） 

　注目の統計・指標 

毎月勤労統計調査（平成15年平均速報）  　　　　　　　　　　　　　２月２日（厚生労働省） 

～現金給与総額は3年連続の減少～ 
　現金給与総額は前年比0.4％減の341,820円で３年連続の減少となり、総実労働時間は0.1％増の152.3時間
であった。また、常用雇用は、前年比0.5％減と５年連続の減少となった。常用雇用のうち一般労働者は1.3
％減と６年連続の減少となり、パートタイム労働者は2.1％増と引き続き増加となった。 
　現金給与総額の伸びを就業形態別にみると、一般労働者は前年と同水準、パートタイム労働者は0.8%増
であったが、一般労働者とパー
トタイム労働者を合わせた常用
労働者全体の賃金の伸びがマイ
ナスとなったのは、賃金水準の
低いパートタイム労働者の割合
が増加したことによる。そこで、
パートタイム労働者の現金給与
総額の推移をみてみると、平成
12年以降は大きな増減を繰り返
しているように見えるが、時間
あたりに換算して比較するとほ
ぼ同水準で推移していることが
分かる。 

情報解析部 

パートタイム労働者の賃金増減率の推移 

年 

（％） 
4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0 

-1.0 

-2.0 

-3.0 

-4.0

時間当たり現金給与総額 現金給与総額 

注：時間当たりの現金給与総額の増減率は賃金指数、労働時間指数から労働政策研究・研修 
　　機構において試算した。 

7 8 9 10 11 12 13 14 15
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主　要　労　働　指　標 

１５歳以上 
人口 

資料出所 

注1）短時間女性雇用者数は、非農林業に従事する週間就業時間が35時間未満の雇用者。 

注2）pは速報値。 

総務省「労働力調査」 厚生労働省「一般職業紹介状況」 厚生労働省 
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774 
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829 

835 

861 
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834 

801 

801 

1,012 

789 

792 

811 

803 
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317 

320 

340 
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350 

356 

368 

349 
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107.3 

103.8 
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- 

96.8 

94.9 

90.2 

87.5 
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92.3 

96.1 

92.7 
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87.5 
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- 

 

2,529,993 

2,506,804 

2,597,580 

2,768,427 

2,596,839 

2,463,954 

2,569,925 

2,578,948 

2,710,557 

2,925,681 

2,850,509 

2,745,950 

2,671,591 

2,518,749 

2,519,722 

2,513,230 
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2,224,136 
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3.6 

6.6 
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-3.2 

-5.4 

-5.4 

-4.3 

-5.5 
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-6.5 

-6.2 
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-3.3 

5.2 
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- 
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-16.4 

-18.1 

-16.4 

-18.5 

-19.3 

-17.2 
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-18.4 
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- 

 

6,462 

6,446 

6,412 

6,330 

6,316 

6,291 

6,203 

6,193 

6,266 

6,306 

6,360 

6,411 

6,381 

6,361 

6,346 

6,337 

6,323 

6,307 

 

6,779 

6,766 

6,752 

6,689 

6,666 

6,622 

6,560 

6,542 

6,649 

6,691 

6,735 

6,771 

6,722 

6,693 

6,692 

6,680 

6,654 

6,607 

 

労働力 
人口 

短時間 
女性雇用 
者数1） 

就業者数 雇用者数 
失業者数 雇用保険受給者実人員 月間有効求職者数 

季調値 前年比 前年比 

新規求職 
申込件数 

資料出所 厚生労働省「一般職業紹介状況」 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 
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-1.0 
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-1.1 
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-1.9 

-1.5 
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1,581,452 
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新規求人数 月間有効求人数 

前年比 前年比 

有効求人 
倍率 

新規求人 
倍率 

常用雇用(前年比） 

季調値 季調値 製造業 
一般労働者 

（前年比） 
パートタイム 
労働者 

1998年 

2000年 

01　 

02　 

03　 

 02年12月 

03年　月 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

1998年 

2000年 
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現金給与総額 
（前年比） 

総実労働時間 
（前年比） 

所定外労働時間 
（前年比） 

労働生産性 
（製造業） 

賃金コスト 
（製造業） 

（前年比） 前年比 

資料出所 

注3）アメリカ：16歳以上。  イギリス：16歳以上。月数値については、2ヶ月前からの3ヶ月間の平均値である。 
　　 ドイツ　：公務員及び臨時雇用者を除く。  フランス：就業者数（年）及び雇用者数（四半期）である。 

厚生労働省「毎月勤労統計調査」 労働政策研究・研修機構 
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-0.6 

-0.2 

0.0 

0.1 

-0.4 

0.6 

0.2 

0.0 

-0.2 

0.3 

-0.5 

-0.3 

-0.1p 

 

-0.6 

1.2 

-0.4 

-1.6 

0.0p 

-1.7 

-0.5 

0.5 

-0.7 

-0.2 

0.9 

3.0 

-1.4 

-1.2 

0.8 

0.5 

0.5 

-1.2p 

 

一般労働者 

定期給与 

製造業 指 数 指 数 一般労働者 前年比 

資料出所 各　　国 ＯＥＣＤ 

6,462 

6,446 

6,412 

6,330 

6,316 

6,305 

6,296 

6,306 

6,336 

6,309 

6,314 

6,361 

6,339 

6,321 

6,322 

6,300 

6,281 

6,322 

 

13,349 

13,689 

13,693 

13,649 

13,774 

13,646 

13,745 

13,732 

13,730 

13,758 

13,751 

13,767 

13,760 

13,769 

13,764 

13,810 

13,853 

13,848 

 

3,807 

3,875 

3,891 

3,867 

3,828 

3,838 

3,832 

3,829 

3,827 

3,825 

3,824 

3,827 

3,826 

3,823 

3,822 

3,821 

3,821 

- 

 

4.7 

4.7 

5.0 

5.4 

5.3 

5.5 

5.5 

5.2 

5.4 

5.4 

5.4 

5.3 

5.3 

5.1 

5.1 

5.2 

5.2 

4.9 

 

9.1 

7.8 

7.4 

7.7 

8.0 

7.9 

7.9 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

 

10.7 

9.3 

8.5 

8.8 

9.4 

9.1 

9.1 

9.2 

9.3 

9.3 

9.3 

9.4 

9.4 

9.4 

9.5 

9.5 

9.5 

9.5 

 

4.2 

4.0 

4.7 

5.8 

6.0 

6.0 

5.8 

5.9 

5.8 

6.0 

6.1 

6.3 

6.2 

6.1 

6.1 

6.0 

5.9 

5.7 

 

8.6 

7.8 

7.8 

8.6 

9.3 

9.0 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.3 

9.2 

9.2 

 

5.9 

5.4 

5.0 

5.1 

- 

4.9 

5.0 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

4.9 

- 

- 

 

イギリス フランス 日  本 アメリカ ＥＵ15 ド イ ツ イギリス 日  本 アメリカ ド イ ツ 

就業者数 3）（季節調整値） 標準化失業率（季節調整値） 

フランス 

2,691 

2,727 

2,751 

2,766 

- 

2,800 

2,801 

2,800 

2,805 

2,806 

2,811 

2,812 

2,813 

2,811 

2,815 

2,817 

2,815 

2,816

2,306 

2,345 

2,376 

- 

- 

1,548 

  

　 

1,544 

 

 

1,545 

 

 

1,544 

 

 

1,545

1998年 

2000年 

01　 

02　 

03　 

 02年12月 

03年　月 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

1998年 

2000年 

01　 

02　 

03　 

 02年12月 

03年　月 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12
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パートタイム労働者比率 

（参考） 

今月のキーワード解説 

（情報解析課長　井嶋俊幸） 

パートタイム労働者 
総合実態調査 
 
毎月勤労統計調査 
 
 
労働力調査 

全雇用労働者に対する１週間の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短い 
労働者の比率（ただし、出稼ぎ・季節労働者は調査対象に含まれない。） 
 
常用労働者に対する１日の所定労働時間が一般労働者より短い者あるいは１日の所 
定労働時間が同じであっても１週の所定労働日数が一般労働者より少ない者の比率 
 
雇用者に対する事業所においてパートと呼ばれている雇用者（呼称パート）の比率 
 
非農林雇用者（休業者を除く）に対する週間就業時間が35時間未満の非農林雇用者 
者の比率 

パートタイム労働者比率算定に用いた定義 

　就業形態の多様化が進み、パートタイム労働者が増加しているといわれていますが、いわゆる
パートタイム労働者とはそもそもどのような者をいうのでしょうか。その答えは簡単ではありま
せん。 
　例えば、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（パート労働法）の中では、１週間
の所定労働時間が同一事業所の通常の労働者より短い者を「短時間労働者」と定義しています。 
　また、統計上の定義をみると、厚生労働省の統計（「毎月勤労統計調査」「賃金構造基本統計調査」
など）では、｢パートタイム労働者」を１日の所定労働時間が一般労働者より短い者あるいは１日
の所定労働時間が同じであっても１週の所定労働日数が一般労働者より少ない者としています。
また、総務省の統計（「就業構造基本調査」「労働力調査」など）では、｢パート」を事業所におい
てパートと呼ばれている雇用者（呼称パート）としています。 
　それぞれ呼び方にも違いがありますが、このような定義を参考にして、パートタイム労働者比
率を試算してみましょう（図参照）。どの指標をみてもパートタイム労働者の占める割合が近年増
加傾向にあることが分かります。 
　その中でも毎月勤労統計調査のパートタイム労働者比率と労働力調査による35時間未満の非農
林雇用者割合がパート法上の定義に近いことが注目されます。「労働力調査」では週間就業時間を
調査しており、35時間未満の
者がパートタイム労働者の代
用として利用されることもあ
ります。（ただし、国際的には
30時間未満の者をパートタイ
ム労働者とすることもありま
す。） 
　なお、2001年から2002年に
かけて呼称パートの比率が低
下していますが、これは、
2002年から労働力調査特別調
査が労働力調査に統合され、
調査方法が変更となったこと
が原因と思われますので時系
列比較には注意が必要です。 

パートタイム労働者比率 

年 

（％） 
25 

20 

15 

10 

5 

0

パートタイム労働者総合実態調査に 
よるパート法上の定義 

労働力調査による呼称パート比率 毎月勤労統計調査によるパートタイム 
労働者比率 

労働力調査による 
35時間未満の 
非農林雇用者割合 

資料：「毎月勤労統計」「労働力調査」「労働力調査特別調査」「パートタイム労働者総合実態調査」 
注：毎月勤労統計調査、労働力調査は１－３月平均、労働力調査特別調査は2月、パートタイ 
　　ム労働者総合実態調査は10月1日現在の状況。 
 

労働力調査特別調査による呼称パート比率 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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労働政策フォーラム 
労働政策フォーラム 

個
別
労
働
紛
争
の 

解
決
制
度
を
考
え
る 

 司法制度改革推進本部の労働検討会（座長＝菅野和夫・東京大学教授）は昨年12月、労働
審判制度の導入を骨子とする最終報告をとりまとめた。今通常国会に関連諸法案が提出され、
同制度は、2005年度には制度化される見込みだ。これにより、2001年に個別労働紛争解
決促進法で設置された都道府県労働局の相談、指導、紛争調整委員会によるあっせんなど、行
政型の裁判外紛争解決手段（ADR）と並び、司法（地方裁判所）に付属する形で労働調停を
ベースとするADRが加わることになる。当機構として、初の開催となる労働政策フォーラム
「個別労働紛争の解決制度を考える」（1月14日）では、多様な解決ツールが並存するなかで、
さまざまな紛争の性格に応じた適切な解決のあり方について、白熱の議論が展開した。 

プロフィール 
山川　隆一（やまかわ・りゅういち） 

筑波大学社会科学系教授。司法制度改革

推進本部労働検討会の委員も務める。『雇

用関係法（第３版）』（新世社、2003年）な

ど著書多数。労働法専攻。 

  

水口　洋介（みなぐち・ようすけ） 

東京法律事務所弁護士、日本労働弁護団

所属。日本労働弁護団常任幹事。主な論

文に「労働検討会での討議状況と今後の

課題―労働裁判改革に求められるもの」

労働法律旬報1542号など多数。 

  

木下　潮音（きのした・しおね） 

第一芙蓉法律事務所弁護士、経営法曹会

議所属。主な論文に「女性労働者の時間

外労働」季刊労働法189号など多数。 

  

岩村　正彦（いわむら・まさひこ）（司会） 

東京大学法学部教授。『社会保障法』（弘

文堂、2001年）など著書多数。社会保障

法・労働法専攻。 

基
調
講
演 

　
　
　
　
山
川
隆
一
氏 

     

こ
こ
数
年
間
、
労
働
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム

は
議
論
の
的
だ
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
に
は
個

別
労
働
紛
争
解
決
促
進
法
が
立
法
化
さ
れ
、

現
在
、
司
法
制
度
改
革
が
概
ね
仕
上
げ
の
時

期
に
き
て
い
る
。
個
別
労
働
紛
争
で
も
労
働

審
判
制
度
が
新
た
に
創
設
さ
れ
る
方
向
と
な

っ
た
。 

 

労
働
紛
争
を
め
ぐ
る
状
況
変
化
を
振
り
返

る
と
、
集
団
紛
争
に
つ
い
て
は
、
オ
イ
ル
シ

ョ
ッ
ク
頃
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
い
る
。
こ

の
減
少
傾
向
は
お
そ
ら
く
続
く
。
労
使
関
係

が
安
定
化
し
て
い
る
こ
と
が
一
因
だ
。
組
織

率
の
低
下
も
減
少
要
因
に
な
る
。
し
か
し
、

個
別
紛
争
は
、
増
加
、
あ
る
い
は
多
様
化
の

傾
向
が
進
む
だ
ろ
う
。
労
働
市
場
の
供
給
構

造
は
、
女
性
、
高
齢
者
、
外
国
人
の
参
入
で

多
様
化
し
、
雇
用
形
態
で
も
非
典
型
雇
用
が

増
え
つ
つ
あ
る
か
ら
だ
。
多
様
化
の
進
行
に

よ
り
、
職
場
の
利
害
調
整
は
複
雑
化
し
対
立

が
増
す
可
能
性
が
あ
る
。 

 

日
本
の
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
は
、
集
団
紛

争
に
つ
い
て
は
、
労
働
委
員
会
の
不
当
労
働

行
為
救
済
制
度
な
ど
特
別
な
労
働
法
上
の
仕

組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
個
別
紛
争
に

つ
い
て
は
、
長
ら
く
、
一
般
的
な
紛
争
処
理

機
関
で
あ
る
裁
判
所
し
か
用
意
し
て
こ
な
か

っ
た
。
労
働
基
準
監
督
制
度
な
ど
で
行
政
に

よ
る
取
り
締
ま
り
や
指
導
、
是
正
勧
告
や
行

政
指
導
を
通
じ
た
間
接
的
な
紛
争
解
決
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
紛
争
解
決
自
体
を

直
接
的
に
目
的
と
し
た
制
度
で
は
な
い
。 

 

一
方
、
海
外
に
目
を
転
じ
る
と
、
個
別
紛

争
に
つ
い
て
、
労
働
法
の
枠
内
で
特
有
の
解

決
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
る
国
が
多
い
。
ド

イ
ツ
の
労
働
裁
判
所
は
、
年
間
六
〇
万
件
の

紛
争
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
英
国
の
雇
用
審

判
所
も
年
間
七
万
件
を
処
理
し
て
い
る
。
こ
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労働審判制度（仮称）の概要 れ
ら
の
外
国
の
制
度
は
か
な
り
簡
易
・
迅
速

に
事
案
の
処
理
を
行
う
の
が
特
徴
。
ド
イ
ツ

は
三
カ
月
以
内
で
七
割
程
度
を
処
理
し
て
い

る
。 

 

そ
こ
で
、
行
政
面
で
二
〇
〇
一
年
、
個
別

労
働
紛
争
解
決
促
進
法
が
成
立
。
総
合
労
働

相
談
コ
ー
ナ
ー
に
よ
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー

ビ
ス
や
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る
助
言
・

指
導
、
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん

を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
今
回
、
司
法
制
度
改

革
推
進
本
部
の
労
働
検
討
会
が
、
司
法
面
で
、

裁
判
所
に
お
け
る
解
決
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、

労
働
審
判
制
度
を
提
言
し
た
。 

   

労
働
審
判
制
度

と
は 

 

今
回
新
設
さ
れ
た
労
働
審
判
制
度
は
、
個

別
労
働
関
係
事
件
に
つ
い
て
三
回
以
内
の
期

日
で
、
裁
判
官
と
雇
用
・
労
使
関
係
に
関
す

る
専
門
的
な
知
識
・
経
験
を
持
つ
者
が
、
調

停
に
よ
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
を

試
み
な
が
ら
、
合
議
に
よ
っ
て
権
利
義
務
関

係
を
踏
ま
え
て
事
件
の
内
容
に
即
し
た
解
決

案
を
決
す
る
手
続
き
と
な
っ
て
い
る
。
基
本

的
に
は
非
訟
事
件
と
い
う
位
置
づ
け
だ
が
、

権
利
義
務
関
係
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
大
き
な

眼
目
だ
。
審
判
は
判
定
的
な
作
用
だ
が
、
労

働
調
停
と
い
う
、
自
主
的
な
解
決
を
促
す
作

業
を
ビ
ル
ト
イ
ン
し
て
い
る
。 

 

主
体
は
、
裁
判
官
が
労
働
審
判
官
と
し
て

手
続
き
を
主
宰
し
、
労
働
者
と
し
て
の
知
識
・

経
験
を
有
す
る
審
判
員
と
、
使
用
者
と
し
て

の
知
識
・
経
験
を
有
す
る
審
判
員
の
計
三
人

で
構
成
す
る
合
議
体
。
審
判
員
は
労
使
か
ら

と
い
う
位
置
づ
け
だ
が
、
重
要
な
点
は
、
労

使
の
利
害
を
代
表
す
る
者
で
は
な
い
こ
と
。

判
断
を
す
る
際
に
は
中
立
・
公
正
な
判
断
主

体
と
し
て
審
理
し
て
合
議
を
行
う
。
こ
の
点

で
労
働
委
員
会
の
参
与
委
員
と
は
性
格
が
異

な
る
。
ま
た
、
労
働
者
・
使
用
者
と
し
て
の

知
識
・
経
験
と
は
、
雇
用
・
労
使
関
係
の
制

度
や
慣
行
に
関
す
る
専
門
性
で
、
法
律
適
用

解
釈
の
専
門
性
で
は
な
い
こ
と
も
ポ
イ
ン
ト

だ
。 

 

手
続
き
の
開
始
は
、
相
手
方
の
承
諾
を
問

わ
な
い
。
改
正
前
の
雇
用
機
会
均
等
法
の
下

で
の
機
会
均
等
調
停
委
員
会
で
は
、
相
手
方

の
同
意
が
必
要
だ
が
、
労
働
審
判
手
続
き
は

相
手
方
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
手
続
き
を
始

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
審
理
は
、
三
回
以
内
。

お
そ
ら
く
、
第
一
回
の
期
日
ま
で
に
準
備
を

相
当
に
し
た
上
で
争
点
と
証
拠
の
整
理
を
行

い
、
二
回
目
、
三
回
目
で
証
拠
調
べ
を
行
い
、

結
論
を
出
す
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
。 

 

審
判
の
効
力
は
、
異
議
の
申
立
て
が
双
方

な
け
れ
ば
確
定
し
、
裁
判
所
の
和
解
と
同
様

の
効
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、

労
働
審
判
に
不
服
の
あ
る
当
事
者
は
、
二
週

間
以
内
に
異
議
の
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
場
合
、
労
働
審
判
自
体
は
効

力
が
失
わ
れ
る
。
異
議
申
し
立
て
が
あ
る
場

合
、
労
働
審
判
手
続
き
の
申
し
立
て
が
あ
っ

た
時
に
地
方
裁
判
所
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ

た
も
の
と
み
な
す
。
つ
ま
り
、
訴
訟
と
の
連

携
が
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
審
判
に
異
議
が
あ

れ
ば
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
た
と
同
様
の
取

扱
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
本
格
的
な
訴

訟
手
続
き
で
争
う
道
も
用
意
し
て
い
る
。 

 

な
お
、
審
判
体
が
事
案
の
性
質
上
、
紛
争 
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パ
ネ
ル
デ
ィ
ス 
　
　
カ
ッ
シ
ョ
ン 

の
迅
速
な
解
決
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
例
外
的
に
審
判
を
行
わ
ず
手
続
き
終

了
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
当
事
者
が
多
数
で

複
雑
な
事
案
な
ど
、
到
底
三
回
の
期
日
で
は

終
わ
ら
な
い
場
合
な
ど
が
想
定
さ
れ
よ
う
。 

   

審
判
制
度

の
課
題 

 

制
度
的
な
課
題
と
し
て
は
、
都
道
府
県
労

働
局
の
紛
争
調
整
委
員
会
や
、
労
働
委
員
会

の
個
別
あ
っ
せ
ん
、
さ
ら
に
、
裁
判
所
の
労

働
審
判
制
度
な
ど
、
個
別
紛
争
だ
け
を
み
て

も
制
度
が
並
存
す
る
た
め
、
今
後
ど
の
よ
う

に
役
割
分
担
、
あ
る
い
は
棲
み
分
け
、
競
争

し
て
い
く
か
が
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
情
報

提
供
や
相
談
は
、
変
わ
ら
ず
行
政
の
役
割
が

大
き
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

次
に
、
雇
用
・
労
使
関
係
に
関
す
る
専
門

的
な
知
識
・
経
験
を
持
つ
者
の
育
成
に
も
課

題
が
あ
る
。
労
働
紛
争
の
特
色
と
は
、
労
働

関
係
に
は
人
事
制
度
や
人
事
手
続
き
な
ど
の

組
織
的
な
性
格
や
、
継
続
的
な
性
格
が
あ
る

こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
紛
争
解
決
に
必

要
な
ス
キ
ル
と
は
、
人
事
制
度
・
手
続
き
に

熟
知
し
て
い
る
こ
と
、
労
使
自
治
や
労
使
慣

行
の
役
割
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
紛
争
解

決
シ
ス
テ
ム
自
体
（
労
働
審
判
手
続
き
や
紛

争
調
整
委
員
会
の
手
続
き
・
運
用
な
ど
）
を

知
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
。
法
令
・
判
例
や
、

人
事
管
理
の
新
シ
ス
テ
ム
の
知
識
も
必
要
だ
。 

 

さ
ら
に
、
当
事
者
の
話
を
よ
く
聞
き
説
得

す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
、
事
実

関
係
や
証
拠
・
証
言
の
信
用
性
の
評
価
な
ど

事
実
認
定
の
ス
キ
ル
も
磨
く
必
要
が
あ
る
。

裁
判
官
も
含
め
て
、
解
決
案
を
生
み
出
す
ス

キ
ル
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

最
後
に
、
企
業
内
の
紛
争
予
防
、
解
決
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て
ふ
れ
る
。
今
後
、
外
部
的

な
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
が
充
実
す
る
と
、
外

部
に
出
る
前
に
企
業
内
部
で
紛
争
を
解
決
す

る
要
請
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
で
は
、
企
業
内
の
苦
情
処
理
が
、
無
組
合

企
業
も
含
め
非
常
に
充
実
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
訴
訟
な
ど
、
外
部
で
紛
争
解
決
す
る
シ

ス
テ
ム
が
強
力
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
影
響

を
受
け
て
内
部
的
な
手
続
き
が
発
達
し
た
た

め
だ
。
お
そ
ら
く
、
わ
が
国
で
も
、
外
部
的

な
シ
ス
テ
ム
が
充
実
す
る
に
つ
れ
、
内
部
的

な
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
必
要
性
が
高
ま
る

に
違
い
な
い
。 

        

判
定

か
、調
整
か 

 

岩
村
　
今
回
の
労
働
審
判
制
度
創
設
に
対

す
る
評
価
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

　
水
口
　
労
働
弁
護
団
と
し
て
は
、
今
回
の

労
働
審
判
制
は
、
個
別
的
労
働
紛
争
を
、
い

か
に
簡
易
・
迅
速
に
解
決
す
る
か
と
の
観
点

か
ら
、
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
す
。
労
側

か
ら
み
れ
ば
、
労
働
検
討
会
で
、
労
働
訴
訟

に
参
審
制
を
導
入
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

こ
れ
は
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
。 

 

今
回
の
労
働
審
判
制
度
は
、
権
利
義
務
関

係
を
踏
ま
え
た
判
断
を
す
る
た
め
、
行
政
に

お
け
る
調
整
的
な
機
能
で
は
な
く
判
定
的
な

機
能
を
特
徴
と
し
て
い
る
点
が
重
要
で
す
。

何
よ
り
画
期
的
な
の
は
、
職
業
裁
判
官
、
法

律
家
だ
け
で
な
く
、
労
側
・
使
側
の
審
判
員

が
関
与
し
て
い
る
点
で
し
ょ
う
。 

 

木
下
　
使
側
は
、
以
前
か
ら
、
個
別
労
働

紛
争
の
解
決
手
段
を
考
え
、
早
い
段
階
か
ら

労
働
調
停
、
あ
る
い
は
労
働
仲
裁
制
度
を
日

本
に
取
り
入
れ
る
べ
き
と
の
提
言
を
し
て
き

ま
し
た
。
解
決
機
能
の
ツ
ー
ル
を
増
や
す
と

い
う
意
味
で
の
労
働
調
停
は
望
ま
し
い
と
の

立
場
で
す
。
し
か
し
、
企
業
に
と
っ
て
命
運

を
決
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
人
事

労
務
問
題
に
つ
い
て
、
裁
判
を
参
審
制
と
い

う
形
で
動
か
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
と
て
も

理
解
が
得
ら
れ
る
段
階
で
は
な
い
た
め
、
参

審
制
に
は
反
対
し
ま
し
た
。 

　
し
た
が
っ
て
、
労
働
調
停
を
ビ
ル
ト
イ
ン

し
た
判
定
的
な
機
能
の
あ
る
労
働
審
判
制
度

と
い
う
、
中
間
的
な
新
し
い
制
度
が
で
き
た

こ
と
は
、
労
働
紛
争
の
解
決
ツ
ー
ル
を
増
や

し
て
い
く
方
向
性
に
も
合
致
し
た
も
の
で
す
。

使
側
弁
護
士
と
し
て
は
、
調
整
的
な
解
決
を

求
め
る
機
能
を
ぜ
ひ
重
視
し
て
欲
し
い
。
審

判
と
い
う
解
決
も
、
あ
る
意
味
で
仲
裁
に
近

い
よ
う
な
、
当
事
者
間
の
利
害
関
係
を
踏
ま

え
た
、
受
け
入
れ
や
す
い
解
決
案
を
出
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
同
制
度

は
、
最
終
的
に
審
判
的
な
決
断
を
下
す
武
器

を
も
っ
て
調
整
に
あ
た
れ
る
と
い
う
仕
組
み

に
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

　
水
口
　
私
は
、
判
定
的
な
機
能
を
労
働
審

判
に
期
待
し
た
い
。
調
整
的
な
解
決
が
あ
っ

て
も
、
判
定
的
な
権
限
が
あ
る
か
ら
こ
そ
調

整
解
決
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
だ

め
な
ら
裁
判
が
ひ
か
え
て
い
る
。
や
は
り
判

定
的
機
能
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
労
働
審
判

の
命
で
は
な
い
で
す
か
。 

   

審
判
員

の
ス
キ
ル
と
は 

　
岩
村
　
非
訟
手
続
き
と
は
い
え
、
裁
判
所

の
中
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

個
別
労
使
関
係
の
権
利
義
務
に
か
か
わ
る
問

題
を
、
職
場
な
り
雇
用
労
働
関
係
の
実
情
を

知
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も

労
使
の
審
判
員
と
し
て
期
待
さ
れ
る
役
割
を

果
た
せ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
権
利
義
務
関

係
に
関
す
る
知
識
・
識
見
は
ど
の
程
度
要
求

さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
山
川
　
労
使
の
審
判
員
は
、
労
働
委
員
会

の
参
与
委
員
と
し
て
の
意
見
陳
述
な
ど
と
は

違
い
、
権
利
義
務
関
係
に
関
す
る
ル
ー
ル
の

適
用
と
い
う
役
割
を
担
い
ま
す
。
そ
の
意
味

で
は
、
裁
判
官
と
の
共
同
作
業
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
。
や
は
り
基
本
的
な
法
律
の
適
用

の
枠
組
み
は
訓
練
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
労
働
関
係
の
権
利
義
務
関
係

に
は
複
雑
な
法
律
も
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
、

就
業
規
則
変
更
に
お
け
る
合
理
性
や
、
解
雇

権
濫
用
な
ど
で
は
、
わ
り
と
一
般
条
項
が
多

い
。
配
置
転
換
に
つ
い
て
も
、
配
転
命
令
権

の
濫
用
で
業
務
上
必
要
性
が
あ
る
か
、
生
活

上
の
不
利
益
が
多
く
な
い
か
な
ど
、
一
般
条

項
の
適
用
な
の
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
、
職
場

の
常
識
の
よ
う
な
判
断
が
重
視
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

　 
 

新
制
度

に
適
し
た
事
案
と
は 

　
岩
村
　
労
働
審
判
制
の
対
象
、
つ
ま
り
、

何
を
扱
う
か
。
す
で
に
あ
る
裁
判
外
紛
争
解

決
制
度
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
や
裁
判
も
含
め
当
事
者

の
紛
争
解
決
ツ
ー
ル
の
チ
ョ
イ
ス
問
題
を
ど

う
お
考
え
で
す
か
。 

　
水
口
　
そ
れ
は
、
相
談
に
こ
ら
れ
た
労
働

者
の
望
む
も
の
（
当
事
者
の
選
択
）
に
よ
る

と
思
う
。
個
別
労
働
紛
争
に
は
、
労
働
局
な

ど
の
行
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
労
働
審
判
制
度
が
あ
り

ま
す
が
、
労
働
審
判
は
、
非
訟
手
続
き
と
は

い
え
、
司
法
手
続
き
の
一
環
で
す
。
判
定
的

な
調
整
解
決
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
が
い
い
と
い
う

規
範
意
識
を
持
つ
人
に
と
っ
て
は
、
適
し
た

制
度
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
の
権
利
を

明
確
に
主
張
し
て
判
定
す
る
解
決
を
好
ま
な

い
人
に
と
っ
て
は
、
行
政
型
の
調
整
が
い
い
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の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
、
行

政
Ａ
Ｄ
Ｒ
と
労
働
審
判
制
度
の
関
係
は
、
最

初
は
競
争
関
係
で
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
木
下
　
使
側
か
ら
見
て
、
個
別
労
働
紛
争

で
、
本
格
的
な
裁
判
に
比
べ
簡
易
な
手
続
き

で
結
論
が
導
け
る
場
と
し
て
同
制
度
を
利
用

す
る
な
ら
、
ま
さ
に
従
業
員
個
人
の
問
題
で
、

会
社
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
に
な
ら
な
い
よ

う
な
事
案
が
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
、
個
別
従
業
員
の
事
情
に
よ
る
解
雇
や

配
置
転
換
の
事
案
な
ど
で
す
。
整
理
解
雇
は
、

個
人
と
し
て
は
納
得
で
き
な
い
が
、
退
職
金

の
割
増
が
あ
る
な
ら
応
じ
て
も
い
い
と
い
う

タ
イ
プ
で
あ
れ
ば
、
解
決
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
整
理
解
雇
自
体
が
不
当
と

い
う
こ
と
で
争
う
な
ら
無
理
で
し
ょ
う
。 

　
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
で
同
制
度
を
使

う
の
も
難
し
い
で
し
ょ
う
。
と
く
に
就
業
規

則
変
更
を
争
う
人
は
大
抵
、
企
業
内
で
少
数

派
で
す
。
多
数
の
労
働
者
、
あ
る
い
は
組
合

は
納
得
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
か

ら
、
会
社
と
し
て
は
他
の
社
員
の
こ
と
を
考

え
る
と
引
く
に
引
け
な
い
。
た
だ
、
就
業
規

則
の
変
更
の
枠
内
で
、
例
え
ば
、
自
分
の
格

付
け
を
見
直
し
て
欲
し
い
な
ど
の
事
件
な
ら
、

審
判
制
度
や
他
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
も
有
効
に
機
能

す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

　 
 

男
女
差
別

や
セ
ク
ハ
ラ
事
件
で
は 

　
岩
村
　
例
え
ば
、
行
政
型
Ａ
Ｄ
Ｒ
で
は
対

象
か
ら
外
れ
て
い
る
男
女
差
別
問
題
は
労
働

審
判
制
に
な
じ
み
ま
す
か
。
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
は
ど

う
で
し
ょ
う
。 

　
木
下
　
男
女
差
別
訴
訟
は
、

過
去
を
問
う
の
か
、
未
来
を

問
う
の
か
で
話
が
変
わ
り
ま

す
。
過
去
の
男
女
差
別
で
失

わ
れ
た
賃
金
を
請
求
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
過
去
に
発
生
し

た
賃
金
の
権
利
義
務
関
係
に

な
り
ま
す
が
、
将
来
に
向
け

て
、
男
女
差
別
を
撤
廃
す
る

よ
う
な
制
度
を
求
め
る
と
い

う
こ
と
な
ら
、
裁
判
で
も
難

し
い
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、

新
し
い
権
利
義
務
関
係
を
創

設
す
る
よ
う
な
訴
え
は
、
労

働
運
動
の
問
題
で
す
。
差
別

事
件
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
、

労
働
審
判
と
い
う
チ
ョ
イ
ス

の
現
実
性
は
薄
い
で
し
ょ
う
。 

　
セ
ク
ハ
ラ
に
つ
い
て
も
同

様
で
、
慰
謝
料
請
求
を
す
る

の
な
ら
労
働
審
判
は
む
し
ろ
な
じ
む
。
何
よ

り
非
公
開
で
す
し
、
速
い
。 

　
岩
村
　
調
停
や
審
判
で
、
将
来
に
向
け
て

の
解
決
案
ま
で
も
入
れ
込
む
可
能
性
は
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。 

　
木
下
　
例
え
ば
、
セ
ク
ハ
ラ
事
件
で
、
勤

務
継
続
し
た
い
が
元
の
職
場
で
は
嫌
だ
と
い

う
女
性
労
働
者
が
、
慰
謝
料
と
配
置
転
換
を

解
決
と
し
て
希
望
し
た
場
合
、
こ
れ
を
調
停

案
に
す
れ
ば
、
企
業
も
受
け
入
れ
や
す
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
セ
ク
ハ
ラ
で
、
被

害
者
が
、
慰
謝
料
を
求
め
ず
、
加
害
者
の
配

置
転
換
や
解
雇
、
懲
戒
処
分
を
要
求
す
る
な

ら
、
会
社
は
お
手
上
げ
で
し
ょ
う
。
要
す
る

に
将
来
に
向
け
た
変
更
と
い
う
の
は
、
企
業

全
体
、
あ
る
い
は
、
他
の
従
業
員
を
巻
き
込

む
よ
う
な
実
態
が
常
に
予
想
さ
れ
る
の
で
、

個
人
の
権
利
義
務
の
枠
内
で
調
整
で
き
る
か

否
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

水
口
　
原
則
は
、
権
利
義
務
関
係
を
踏
ま

え
た
解
決
案
な
の
で
す
か
ら
、
例
え
ば
男
女

差
別
問
題
で
の
昇
進
制
度
の
変
更
を
審
判
の

前
の
調
停
案
で
出
す
こ
と
は
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

山
川
　
異
議
が
な
け
れ
ば
、
裁
判
上
の
和

解
と
同
一
の
効
力
を
持
つ
と
い
う
の
が
同
制

度
の
特
徴
で
す
。
解
決
案
は
異
議
さ
え
な
け

れ
ば
か
ま
わ
な
い
と
い
う
感
じ
は
し
ま
す
。 

   

迅
速
化

の
手
順
と
工
夫 

 

岩
村
　
三
回
の
期
日
で
終
わ
ら
せ
る
た
め

の
手
順
・
工
夫
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

木
下
　
実
際
は
三
回
で
は
難
し
い
で
し
ょ

う
。
審
判
期
日
三
回
の
前
に
準
備
的
な
手
続

き
が
必
要
で
す
。
事
前
準
備
的
な
手
続
き
を
、

裁
判
官
み
ず
か
ら
か
、
あ
る
い
は
書
記
官
が

や
る
の
か
は
不
明
で
す
が
、
裁
判
所
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
は
重
要
で
す
。 

　
水
口
　
例
え
ば
解
雇
事
件
で
あ
れ
ば
、
第

一
回
ま
で
に
解
雇
し
た
使
用
者
側
が
解
雇
理

由
と
そ
れ
を
裏
づ
け
る
資
料
を
十
分
主
張
す

る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、

ル
ー
ル
化
と
書
記
官
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
強
化

な
ど
の
工
夫
が
い
る
で
し
ょ
う
。 

　
木
下
　
準
備
段
階
を
ス
ム
ー
ズ
に
さ
せ
る

た
め
に
は
、
事
件
の
類
型
化
は
欠
か
せ
な
い

で
す
ね
。
昨
今
、
破
産
事
件
は
、
「
破
産
キ

ッ
ト
」
の
よ
う
な
も
の
が
、
破
産
部
の
受
付

で
購
入
で
き
ま
す
。
こ
の
用
紙
を
全
部
書
き

込
め
ば
、
破
産
申
立
書
に
な
る
わ
け
で
す
。

訴
え
る
の
は
労
働
者
側
な
の
で
す
か
ら
、
審

判
申
立
て
に
必
要
な
こ
の
よ
う
な
キ
ッ
ト
を

作
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
だ
け
で
な

く
、
い
ず
れ
は
事
案
を
集
積
し
て
、
解
決
に

つ
い
て
も
類
型
化
す
べ
き
で
す
。 

　
山
川
　
同
感
で
す
。
簡
易
裁
判
所
で
、
未

払
い
賃
金
請
求
の
一
定
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を

用
意
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
解
雇
事
件

の
裁
判
で
は
、
争
点
が
多
岐
に
わ
た
る
例
が

あ
る
た
め
、
争
点
整
理
が
難
し
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
勤
務
態
度
不
良
に
よ
る

解
雇
で
し
た
ら
、
三
〇
個
ほ
ど
の
ミ
ス
を
提

示
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。 

　
水
口
　
経
営
者
の
中
に
は
、
解
雇
し
て
裁

判
に
な
っ
て
か
ら
解
雇
理
由
を
た
く
さ
ん
言

い
始
め
る
人
も
い
る
。 

　
山
川
　
労
働
参
審
制
で
は
、
こ
こ
で
、
労

使
の
審
判
員
が
加
わ
る
意
味
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
職
場
の
常
識

か
ら
見
て
こ
う
い
う
解
雇
理
由
で
は
変
だ
と

か
、
や
は
り
こ
れ
は
重
要
だ
か
ら
ち
ょ
っ
と

考
え
て
み
よ
う
か
と
思
う
か
。
判
断
だ
け
で

は
な
く
、
争
点
整
理
で
も
、
職
場
の
常
識
が

反
映
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
ま
す
。 

会場は、労働審判制に関心のある聴衆で満員になった 
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■
仕
事
が
合
う
か
ど
う
か
ま
で
見
極
め
 

インタビュー 

産業雇用安定センター 
東京事務所 

副所長　内田  脩二氏 
 

Business Labor Trend  2004.3

　
「
経
営
悪
化
、
事
業
縮
小
で
ど
う
し
て

も
従
業
員
を
出
向･

転
籍
さ
せ
な
け
れ
ば
」

「
こ
ん
な
と
き
こ
そ
人
材
獲
得
の
チ
ャ
ン

ス
。
キ
ャ
リ
ア
、
ス
キ
ル
と
も
豊
富
な
人

材
が
欲
し
い
」
―
―
。 

 

そ
ん
な
企
業
の
情
報
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ

せ
、
無
料
で
「
失
業
な
き
労
働
移
動
」
の

手
伝
い
を
し
て
い
る
産
業
雇
用
安
定
セ
ン

タ
ー
（
東
京
・
台
東
区
）。
一
九
八
七
年
、

当
時
の
円
高
不
況
で
打
撃
を
受
け
、
大
規

模
な
雇
用
調
整
が
必
要
と
な
っ
た
鉄
鋼
・

造
船
な
ど
の
業
界
が
設
立
を
求
め
、
政
府

が
そ
れ
に
応
え
る
形
で
生
ま
れ
た
組
織
だ
。

二
〇
〇
二
年
度
に
は
、
九
〇
〇
〇
件
を
超

え
る
出
向
・
移
籍
を
成
立
さ
せ
た
。
六
年

前
か
ら
は
転
職
を
希
望
す
る
在
籍
中
の
労

働
者
と
企
業
を
結
び
つ
け
る
サ
ー
ビ
ス
も

開
始
。
〇
二
年
度
だ
け
で
約
九
〇
〇
人
に

新
た
な
活
躍
の
場
を
提
供
し
た
。 

 

„
ア
メ
横
“
で
知
ら
れ
る
御
徒
町
と
、

„
電
気
街
“
で
知
ら
れ
る
秋
葉
原
の
中
間

に
位
置
す
る
東
京
事
務
所
に
は
、
約
六
〇

人
の
「
参
与
」
と
呼
ば
れ
る
出
向
協
力
職

員
が
い
る
。
ほ
ぼ
毎
日
、
企
業
訪
問
し
、

求
人
開
拓
や
情
報
提
供
に
奔
走
。
企
業
だ

け
で
な
く
、
と
き
に
は
出
向
・
移
籍
す
る

本
人
に
対
し
て
も
、
ア
ド
バ
イ
ス
や
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
を
し
て
い
る
。
同
事
務
所
副

所
長
の
内
田
脩
二
さ
ん
は
、
参
与
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
が
一
〇
年
以
上
の
、
ベ
テ
ラ

ン
中
の
ベ
テ
ラ
ン
。
い
ま
で
は
大
企
業
か

ら
、
発
表
す
る
前
の
雇
用
調
整
に
つ
い
て

内
密
に
相
談
を
受
け
る
ほ
ど
だ
。 

 

こ
の
仕
事
の
苦
労
は
何
か
、
と
問
え
ば

、

張
り
の
あ
る
太
い
声
で
「
こ
の
仕
事
は
移

籍
者
が
一
〇
〇
人
い
れ
ば
対
応
も
一
〇
〇

通
り
。
パ
タ
ー
ン
化
で
き
な
い
の
は
苦
労

だ
が
、
逆
に
そ
こ
を
セ
ン
タ
ー
は
評
価
さ

れ
て
い
る
。
苦
労
に
感
じ
て
は
い
け
な
い
」

と
ベ
テ
ラ
ン
の
風
格
を
漂
わ
せ
る
答
え
。

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
す
る
際
に
は
、
親
身
に

対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
本
気
で
そ
の
人

と
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
が
必
要
だ
と

い
う
。
「
親
身
に
な
っ
て
一
緒
に
辛
い
と

思
っ
て
は
、
そ
の
人
の
弱
点
を
見
失
う
。

正
面
か
ら
良
い
と
こ
ろ
も
悪
い
と
こ
ろ
も

正
確
に
見
て
、
冷
静
に
次
の
仕
事
を
探
し

て
あ
げ
る
の
が
大
事
」。 

 

企
業
が
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
む
人
材
も

、

個
人
で
転
職
し
た
い
と
セ
ン
タ
ー
に
や
っ

て
く
る
人
も
、
相
変
わ
ら
ず
中
高
年
が
主

体
だ
。
た
だ
し
、
そ
の
年
齢
は
年
々
、
低

下
傾
向
に
あ
る
。
デ
フ
レ
不
況
の
は
じ
め

の
頃
は
、
雇
用
調
整
は
賃
金
調
整
よ
り
遅

れ
て
や
っ
て
き
た
が
、
い
ま
は
賃
金
調
整

も
雇
用
調
整
も
ほ
ぼ
同
時
で
、
悪
い
決
算

が
出
た
ら
即
、
雇
用
カ
ッ
ト
。「
中
長
期
の

人
員
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
」。
最
近
、
気
に
か
か
る
。 

 

労
働
者
の
方
は
、
中
高
年
再
就
職
を
必

要
以
上
に
悲
惨
に
描
く
マ
ス
コ
ミ
記
事
に
、

自
分
を
当
て
は
め
す
ぎ
だ
と
い
う
。
自
信

が
な
い
の
か
、
人
事
課
長
が
で
き
る
人
だ

と
み
て
も
、
本
人
は
「
担
当
者
で
い
い
」

と
尻
込
み
す
る
。
物
語
と
実
態
を
見
誤
っ

て
は
い
け
な
い
と
諭
す
。 

 

「
次
の
仕
事
を
見
つ
け
れ
ば
そ
れ
で
終

わ
り
で
は
な
く
、
新
し
い
仕
事
が
本
当
に

そ
の
人
の
た
め
に
な
る
か
ま
で
見
定
め
る

の
が
こ
の
道
の
プ
ロ
。
美
辞
麗
句
し
か
言

わ
な
い
仲
人
と
は
違
う
ん
だ
か
ら
」
と
、

紹
介
業
に
注
文
を
つ
け
る
。
パ
タ
ー
ン
化

で
き
な
い
と
は
言
い
な
が
ら
、
実
は
何
年

か
前
に
後
輩
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
つ
く

っ
た
。
見
せ
て
も
ら
お
う
と
す
る
と
、
「
う

ー
ん
。
つ
く
っ
た
ん
だ
け
ど
ね
、
や
っ
ぱ

り
使
い
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
」。 

　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
荒
川
創
太
） 



43

各地の学窓から 各
地
の
学
窓
か
ら
 

解
決
Ａ
、解
決
Ｂ
 

―
―
北
海
道
地
労
委
に
お
け
る
 

 
 
 
 
 
 
 
個
別
あ
っ
せ
ん
 

道
幸
　
哲
也
　
 

（
北
海
道
大
学
教
授
 

　
北
海
道
地
方
労
働
委
員
会
公
益
委
員
） 

北海道 

Business Labor Trend  2004.3

　
不
当
労
働
行
為
事
件
や
労
働
関
係
調
整
事

件
の
減
少
に
よ
っ
て
、
労
働
委
員
会
の
役
割

が
低
下
す
る
一
方
、
賃
金
不
払
い
、
退
職
強

要
・
解
雇
等
の
個
別
的
な
労
働
紛
争
が
増
加

す
る
傾
向
に
あ
る
。
同
時
に
、
労
働
委
員
会

の
仕
事
が
自
治
事
務
に
な
り
、
新
た
な
権
限

の
行
使
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
多
く

の
地
労
委
で
は
、
個
別
的
な
労
働
紛
争
に
関

与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
強
化
を
は

か
っ
た
。 

　
北
海
道
地
労
委
で
も
、
二
〇
〇
一
年
一
〇

月
か
ら
個
別
あ
っ
せ
ん
を
開
始
し
た
。
道
地

労
委
の
個
別
あ
っ
せ
ん
シ
ス
テ
ム
は
中
小
企

業
労
働
相
談
員
の
相
談
機
能
と
の
連
動
を
図

っ
た
の
で
、
比
較
的
利
用
さ
れ
や
す
い
も
の

で
あ
っ
た
。
実
際
に
も
、
二
〇
〇
一
年
一
〇

月
か
ら
二
〇
〇
三
年
一
二
月
ま
で
の
あ
っ
せ

ん
件
数
は
、
七
六
件
を
か
ぞ
え
、
そ
れ
ら
の

特
徴
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
申
請
者
は

す
べ
て
労
働
者
で
あ
り
、
そ
の
所
属
し
て
い

る
企
業
の
状
況
は
約
六
割
が
従
業
員
規
模
四

九
人
以
下
の
企
業
で
あ
り
、
三
次
産
業
が
約

八
割
を
占
め
る
。
あ
っ
せ
ん
事
項
は
、
退
職
・

解
雇
等
の
経
営
・
人
事
事
項
及
び
退
職
金
や

賃
金
未
払
い
の
賃
金
事
項
が
そ
れ
ぞ
れ
約
六

割
（
重
複
し
て
い
る
）
を
占
め
る
。
興
味
深

い
の
は
解
決
の
仕
方
で
あ
り
、
七
六
件
中
六

五
件
が
な
ん
ら
か
の
解
決
を
み
て
お
り
、
解

決
率
は
八
〇
％
を
超
え
る
（
そ
の
他
は
打
切

り
四
件
、
取
下
げ
七
件
で
あ
る
）。
ま
た
、
解

決
ま
で
の
所
要
日
数
は
平
均
二
〇
日
強
で
あ

る
。
全
体
と
し
て
適
切
に
そ
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。 

　
で
は
、
個
別
あ
っ
せ
ん
解
決
の
鍵
は
な
に

か
。 

　
そ
の
一
は
、
あ
っ
せ
ん
開
始
前
の
準
備
の

周
到
さ
で
あ
る
。
出
席
を
い
や
が
る
使
用
者

を
な
だ
め
る
こ
と
か
ら
、
事
案
に
関
係
し
た

就
業
規
則
や
資
料
の
準
備
等
ま
で
を
も
含
む
。

組
合
が
ら
み
の
あ
っ
せ
ん
と
は
異
な
り
、
個

別
あ
っ
せ
ん
の
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
当

事
者
に
よ
る
関
連
資
料
の
準
備
が
困
難
で
あ

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
事
務
局
の
努
力
は

相
当
な
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
二
は
、
公
労
使
三
者
に
よ
る
紛
争
解

決
に
向
け
た
当
事
者
へ
の
適
切
な
サ
ポ
ー
ト

で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
労
使
と
も
に
、
こ

の
種
の
紛
争
処
理
に
は
慣
れ
て
い
な
い
。
と

り
わ
け
、
労
働
者
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
対
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
相
手
の
対
応
を
待
つ

時
も
孤
独
で
あ
る
。
途
中
で
帰
ろ
う
と
す
る

ケ
ー
ス
さ
え
あ
る
。
労
側
委
員
や
事
務
局
職

員
は
進
行
状
況
を
丁
寧
に
説
明
す
る
等
解
決

に
む
け
た
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
よ
う

こ
こ
ろ
が
け
て
い
る
。 

　
そ
の
三
は
、
「
解
決
」
概
念
自
体
の
見
直

し
で
あ
る
。
制
度
運
営
の
当
初
は
、
あ
っ
せ

ん
案
受
諾
に
よ
る
終
了
だ
け
を
「
解
決
」
と

み
な
し
、
そ
の
よ
う
な
形
の
解
決
に
努
力
し

て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
あ
っ
せ
ん
作
業

が
始
ま
る
前
に
、
職
員
と
の
接
触
段
階
に
お

い
て
紛
争
が
自
主
的
に
解
決
す
る
例
も
少
な

く
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

道
地
労
委
で
は
、
い
ず
れ
も
地
労
委
が
関
与

し
た
解
決
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
職
員
段

階
で
の
そ
れ
を
「
解
決
Ｂ
」
、
あ
っ
せ
ん
委

員
段
階
の
解
決
を
「
解
決
Ａ
」
と
表
記
し
、

い
ず
れ
も
解
決
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。
ち

な
み
に
、
解
決
件
数
六
五
件
の
う
ち
、
解
決

Ａ
は
三
四
件
、
解
決
Ｂ
が
三
一
件
で
あ
る
。 

  

ど
う
こ
う
・
て
つ
な
り
　
北
海
道
大
学
法
学

部
教
授
。
労
働
法
専
攻
。
北
海
道
地
方
労
働

委
員
会
公
益
委
員
、
北
海
道
地
方
最
低
賃
金

審
議
会
公
益
委
員
な
ど
も
務
め
る
。
主
な
著

書
と
し
て
、
『
不
当
労
働
行
為
法
理
の
基
本

構
造
』
（
北
海
道
大
学
図
書
出
版
会
、
二
〇

〇
二
年
）
な
ど
多
数
。 



44

私のこの一冊 

Business Labor Trend  2004.3

私　の　こ　の　一　冊 

『コンスタンティノープルの陥落』 

P r o f i l e

堀内光子 
（ほりうち・みつこ） 
国際労働機関（ＩＬＯ）駐日代表 

塩野七生　著  
新潮文庫　（1991年発行） 

大学卒業後、労働省入省。労働省婦人局婦人福祉課長、総理府内閣官
房参事兼内閣審議官（婦人問題担当室長）、労働大臣官房審議官などを
歴任。国連女性の地位向上部社会政策官（ウィーン）、日本政府国連代
表部公使（ニューヨーク）、ILO事務局長補（バンコク）など、海外での要
職経験も豊富。 

 

歴
史
は
高
校
時
代
か
ら
大
好
き
で
得

意
で
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
西
洋
史
は
複

雑
で
ま
る
で
実
感
が
湧
か
な
か
っ
た
。

身
近
に
感
じ
始
め
た
の
は
、
八
四
年
か

ら
四
年
間
の
ウ
ィ
ー
ン
国
連
勤
務
時
代
。

世
界
を
相
手
に
す
る
仕
事
に
、
文
化
の

背
景
に
あ
る
歴
史
の
理
解
は
欠
か
せ
な

い
。
ウ
ィ
ー
ン
に
赴
く
半
年
前
に
刊
行

さ
れ
た
本
書
は
、
滅
び
行
く
偉
大
な
文

明
の
燃
え
尽
き
る
最
後
の
一
瞬
の
、
そ

れ
を
倒
し
興
隆
し
よ
う
と
す
る
若
き
文

明
が
燃
え
上
が
る
時
を
、
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
集
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
の
心
情
を
通
し
て
語
ら
れ
、
私
に

と
っ
て
楽
し
い
歴
史
教
科
書
で
あ
っ
た
。

　
物
語
の
覇
者
ト
ル
コ
と
私
と
の
出
会

い
は
、
ウ
ィ
ー
ン
で
の
悲
劇
的
事
件
か

ら
始
ま
っ
た
。
着
任
早
々
ア
ル
メ
ニ
ア

赤
軍
と
称
す
る
過
激
派
に
よ
る
ト
ル
コ

大
使
館
爆
破
事
件
が
起
き
、
そ
の
後
程

な
く
私
の
上
司
の
ト
ル
コ
人
も
朝
の
出

勤
途
上
市
中
心
の
交
差
点
で
暗
殺
さ
れ

た
。
こ
れ
ら
事
件
の
源
は
、
第
一
次
世

界
大
戦
中
の
ト
ル
コ
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人

虐
殺
に
遡
る
。 

　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

と
っ
て
、
歴
史
的
に
バ
ル
カ
ン
に
繋
が

る
東
の
砦
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
文
明
と

イ
ス
ラ
ム
文
明
の
対
峙
、
相
克
の
足
跡

は
、
バ
ル
カ
ン
で
は
、
随
所
に
見
ら
れ

る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
は
神
聖
ロ
ー
マ

帝
国
の
皇
帝
を
継
ぎ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

震
撼
さ
せ
た
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
と
対

峙
し
た
。
双
頭
の
鷲
の
栄
光
の
残
照
と

世
紀
末
の
少
し
け
だ
る
い
余
韻
が
今
も

残
る
古
都
ウ
ィ
ー
ン
は
、
一
六
世
紀
か

ら
一
七
世
紀
に
二
回
も
ト
ル
コ
に
包
囲

さ
れ
た
。
宗
教
に
基
づ
く
歴
史
的
に
培

っ
た
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確

保
―
ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
の
大

課
題
で
あ
る
が
―
と
い
う
日
頃
考
え
て

も
み
な
か
っ
た
こ
と
を
学
ん
だ
こ
の
時

代
の
経
験
は
、
そ
の
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

勤
務
時
代
に
話
題
を
呼
ん
だ
ハ
ン
チ
ン

ト
ン
氏
の
「
文
明
の
衝
突
」
の
理
解
や
、

さ
ら
に
九
・
一
一
テ
ロ
後
の
イ
ス
ラ
ム

文
化
の
関
心
の
高
ま
り
の
中
で
生
か
さ

れ
て
い
る
。 

 

「
あ
の
街
を
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た

若
き
ス
ル
タ
ン
・
マ
ホ
メ
ッ
ド
二
世
が
、

一
年
も
し
な
い
一
四
五
三
年
に
、
一
一

二
三
年
間
続
い
た
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
を

言
葉
ど
お
り
滅
亡
さ
せ
る
物
語
。
最
初

の
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
の
七
七
年
前
の
こ
と
。

二
つ
の
大
国
の
攻
防
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
東
西
教
会
の
宗
教
対
立
や
イ
タ
リ

ア
の
都
市
国
家
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
ジ
ェ

ノ
バ
の
確
執
も
、
医
師
や
代
官
、
枢
機

卿
、
修
道
士
な
ど
、
街
の
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
一
文
明
の

終
焉
と
い
う
歴
史
的
大
事
件
、
コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
陥
落
は
、
決
し

て
物
理
的
に
最
後
の
一
日
で
な
さ
れ
た

も
の
で
な
く
、
一
一
世
紀
か
ら
続
く
衰

退
の
歴
史
の
必
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
書
が
描
く
最
後
の
一
日
の
『
崩
れ
行

く
人
々
』
の
模
様
は
、
歴
史
に
あ
り
え

な
い
『
ｉ
ｆ
』
の
感
情
を
掻
き
立
て
つ

つ
、
畢
竟
歴
史
は
人
間
が
作
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
東
方
キ
リ

ス
ト
正
教
の
面
影
の
な
い
ト
ル
コ
の
街

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
、
赤
い
マ
ン
ト
を

翻
し
た
最
後
の
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
一
一
世
と
滅
び
た
文
明
へ
の
鎮
魂

歌
が
奏
で
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
想
い
が

す
る
物
語
で
あ
る
。 
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BOOK新刊ピックアップ 

労働図書館（資料センター） 

『統合される男女の職場』 
山形大学専任講師／首藤若菜 著 
（勁草書房、本体5,400円） 

『国際化する日本の労働市場』 
一橋大学教授／依光正哲 編著 
（東洋経済新報社、本体3,000円） 

『労働法概説Ⅰ――雇用関係法』 
同志社大学教授／土田道夫 著 
（弘文堂、本体2,800円） 

　世の中には、非情理な苦痛が無数に存
在するが、希望するにもかかわらず、ま
た、適性・能力があるにもかかわらず、
性別によって就けない職業があるとすれ
ば、それはかなり大きな苦痛であろう。
職業は人生そのものとも言えるからであ
る。本書は、豊富な実態調査と仮説検証
により、性別職域分離（職種とキャリア
の分離）を正面から分析している。労働
基準法の改正により、女性の深夜勤務が
解禁され、企業イメージ向上のため男性
職場への女性の採用が進んでいるが、未
だ重要な政策課題であり、研究の蓄積が
望まれている。 

　将来、本格的な教科書との評価を確立
するであろう労働法のテキストが出版さ
れた。本書がそれである。随所に図表・
データが挿入され、具体的なケース解説
も、門外漢の興味を引く。とかく労働法
は暗いとの先入観をもたれてきたが、「最
も先端的な法分野の１つ」との著者の言
や良し、成果主義人事、職務発明等の、
現場で発生している問題も精力的に取り
上げられている。本書によって労働法研
究者の層がさらに厚くなることを期待し
たい。なお、本書に引き続き、集団的労
働法、雇用保障法を加え、総合的テキス
トとなる予定。 

　第二期の「外国人労働者問題論争」が
開始された。前回の「閉鎖社会」か「開
放社会」か、との二者択一のグランドデ
ザイン的大論争と異なり、今回の論争は、
少子高齢化社会への対応策としての外国
人単純労働者活用の是非いかんという、
現実的様相を帯びている。本書は、論争
のための材料を豊富に提供している。特
に、外国人研修・技能実習制度や外国人
労働者家族の世代間コンフリクトの分析
は、この間の研究の地道な蓄積を垣間見
せている。国境を越えた人の移動は、押
し止めようもない。現実的対応が求めら
れている。 

開館時間：9:30～17:00 

休　館　日：土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（12月28日～１月４日）、その他 

電話番号：03(5991)5032／FAX：03(5991)5659 

利用資格：閲覧はどなたでも自由にできます 

貸　　出：和書・洋書とも２週間、５冊までです 

※身分証明書（運転免許証、健康保険証など）をお持ちください 

レファレンスサービス：図書資料の所在調査などのサービスを行っています 

　当図書館は、社会科学関係書を中心に和書106,000冊、洋書29,000冊、和洋の製本雑誌19,000冊を所蔵している労働関係の専門図書館

です。 

　労働関係の分野には、労働法、労働経済、労働運動、雇用職業問題、女性労働問題、パート派遣問題、高齢者問題、障害者問題、外国人労

働問題、社会福祉などがあり、これらで、蔵書の半数以上を占めています。この他にも、経済書をはじめ経営学、心理学、教育学、社会学など関係

分野に及んでいます。また、和雑誌（380種）、洋雑誌（210種）、紀要（450種）、組合機関紙についても、受け入れています。 

　特色としては、厚生労働省をはじめとする官公庁発行の統計類などの逐次刊行物、日本経団連など経営者団体の刊行物や民間研究団体刊

行物、社史があり、労働組合に関しては、労働運動史、

ナショナルセンターや産業別組合の大会資料などを

継続的に収集しています。洋書については、特にILO（国

際労働機関）総会の議事録やOECD（経済協力開

発機構）の刊行物や各国政府の労働統計書などを

収集して閲覧に供しています。特殊コレクションは、戦

前・戦後を通して労働組合の歴史的に貴重な原資

料を収集、保管しています。 
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労働図書館／資料センター受け入れ図書 

（200４年1月に当機構資料センターが収蔵したおもな図書） 

データブック国際労働比較（2004年版）／労働政策研究･研修機構情報解析部（労働政策研究･研修機構・本体価格1,500円） 
平成15年度学校基本調査報告書（高等教育機関編）／文部科学省（文部科学省・本体価格4,080円） 
発展途上地域日本語文献目録　2002／アジア経済研究所図書館（日本貿易振興機構アジア経済研究所・本体価格3,500円） 
2003年版製造基盤白書／経済産業省・厚生労働省･文部科学省（ぎょうせい・本体価格2,762円） 
経営グローバル化の課題と展望／井沢良智・八杉哲（創成社・本体価格2,700円） 
構造改革は国民をどこに導くか／牧野富夫（新日本出版社・本体価格2,300円） 
これから働き方はどう変わるのか／田坂広志（ダイヤモンド社・本体価格1,500円） 
仕事の裏切り／ジョアン・キウーラ（翔泳社・本体価格2,800円） 
現代中小企業の経済分析／高田亮爾（ミネルヴァ書房・本体価格3,500円） 
インセンティブの経済学／清水克俊・堀内昭義（有斐閣・本体価格3,200円） 
国際化する日本の労働市場／依光正哲（東洋経済新報社・本体価格3,000円） 
おれは、にんげんだ／小松豊（草の根出版会・本体価格2,200円） 
航跡／渡辺勉（同時代社・本体価格2,200円） 
海外情勢白書　世界の厚生労働　2003／厚生労働省（ＴＫＣ出版・本体価格2,900円） 
人視点と経営視点を融合する人材マネジメント／社会経済生産性本部社会労働部（社会経済生産性本部生産性労働情報センター・本体価格3,000円） 
脱コンピテンシーのリーダーシップ／デイブ・ウルリッチ他（ダイヤモンド社・本体価格2,400円） 
パワーハラスメントの衝撃／金子雅臣（都政新報社・本体価格1,600円） 
ケーススタディでよくわかる退職給付制度再構築の実務／朝日監査法人（清文社・本体価格2,500円） 
アメリカ労働運動のニュー・ボイス／ケント・ウォン（彩流社・本体価格2,000円） 
連合白書／日本労働組合総連合会（日本労働組合総連合会・本体価格667円） 
経営労働政策委員会報告2004年版／日本経済団体連合会他（日本経団連出版・本体価格550円） 
統合される男女の職場／首藤若菜（勁草書房・本体価格5,400円） 
キャリア・カウンセリング[改訂新版］／木村周（雇用問題研究会・本体価格2,600円） 
雇用関係法［第3版］／山川隆一（新世社・本体価格2,850円） 
労働法概説Ⅰ／土田道夫（弘文堂・本体価格2,800円） 
要件事実労働法／大江忠（第一法規・本体価格10,000円） 
団結権の課題と展望／片岡›（有信堂高文社・本体価格5,500円） 
部下を持ったら読む　職場の法律Ｑ＆Ａ／阿久津渉・北井啓介・湯浅美樹（中央経済社・本体価格2,200円） 
[改訂新版］労働基準法　労働時間実務事典／厚生労働省労働基準局賃金時間課（労務行政・本体価格5,239円） 
就業規則の作り方・見直し方／高橋幸子（かんき出版・本体価格2,000円） 
注釈労働基準法　下巻／東京大学労働法研究会（有斐閣・本体価格5,800円） 
全図解　わかりやすい労働基準法［改定版］／中村忠純・豊田啓盟（自由国民社・本体価格1,000円） 
地方公務員の（新）勤務時間・休日・休暇［第1次改訂版］／小原昇・小川友次（学陽書房・本体価格5,700円） 
社会保障論［第2版］／広井良典・山崎泰彦（ミネルヴァ書房・本体価格2,600円） 
これからの企業年金　キャッシュ・バランス・プラン／三菱信託銀行（中央経済社・本体価格2,200円） 
定年後／岩波書店編集部（岩波書店・本体価格2,000円） 
余暇・レジャー総合統計年報　2004／生活情報センター編集部（生活情報センター・本体価格14,800円） 
グローバリゼーションと多国籍企業／徳重昌志・日高克平（中央大学出版部・本体価格3,900円） 
新版・NPO法人の設立と運営Ｑ＆Ａ／三木秀夫他（清文社・本体価格2,800円） 
アジアの金型・工作機械産業／水野順子（日本貿易振興機構・本体価格3,000円） 
コーポレート・ガバナンス論／土屋守章・岡本久吉（有斐閣・本体価格5,500円） 
企業統治構造の国際比較／佐久間伸夫（ミネルヴァ書房・本体価格3,000円） 
ブレークスルー・マネジメント／司馬正次（東洋経済新報社・本体価格2,000円） 
ビジネス・プランニング（Ⅰ）　企業再編／東京大学ビジネス・プランニング研究会（商事法務・本体価格2,600円） 
平成14年度特定サービス産業実態調査報告書／経済産業省経済産業政策局調査統計部（経済産業統計協会） 
 　　物品賃貸業編（本体価格4,500円） 
 　　情報 サービス業編（本体価格4,500円） 
 　　 クレジットカード業編（本体価格4,000円） 
 　　 エステティック業編（本体価格4,000円） 
 　　結婚式場業編（本体価格3,600円） 
 　　葬儀業編（本体価格3,700円） 
 　　 フィットネスクラブ編（本体価格4,600円） 
 　　 カルチャーセンター編（本体価格3,900円） 
 　　外国語会話教室編（本体価格3,600円） 
やってみよう国際協力　青年海外協力隊ベストガイド／国際協力機構青年海外協力隊事務局（明石書店・本体価格1,800円） 
行政評価年報　平成14年度／総務省行政評価局（行政管理研究センター・本体価格5,048円） 
政策形成とＮＰＯ法／小島廣光（有斐閣・本体価格4,800円） 
起業時代のＮＰＯ／坂本信雄（八千代出版・本体価格2,500円） 
第三の道とその批判／アンソニー・ギデンズ（晃洋書房・本体価格2,600円） 
インドネシアの地方分権化／松井和久（日本貿易振興機構アジア経済研究所・本体価格3,200円） 
国家・暴力・政治／武内進一（日本貿易振興機構アジア経済研究所・本体価格5,200円） 
日本とアジア発展の政治経済学／市村真一（創文社・本体価格7,200円） 


